
清
代
の
華
北
農
村
に
お
け
る
青
苗
会
に
つ
い
て
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一
嘉
慶
年
間
以
降
の
順
天
府
宝
抵
県
の
事
例
よ
り
一

小

田

則

子

【
要
約
】
　
収
穫
期
に
お
い
て
作
物
の
監
視
を
行
な
う
看
青
は
、
農
作
業
の
過
程
に
関
わ
っ
て
形
成
さ
れ
る
農
民
の
協
力
関
係
で
あ
り
、
そ
の
活
動
は
、
青

苗
会
と
い
う
団
体
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
。
清
代
に
お
け
る
青
煮
会
は
、
雇
用
労
働
者
を
使
用
す
る
自
営
農
及
び
安
定
的
な
家
族
経
営
農
民
を
構
成
員
の

中
心
と
し
て
、
一
つ
或
い
は
複
数
の
「
村
荘
」
の
範
囲
で
組
織
さ
れ
た
。
青
苗
会
は
、
農
民
が
居
住
し
耕
作
地
が
所
在
す
る
区
域
に
お
い
て
、
作
物
監
視

の
協
力
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
点
で
、
地
縁
的
集
団
（
「
村
」
）
の
性
格
を
備
え
て
い
た
が
、
ま
た
同
時
に
、
収
穫
時
に
組
織
さ
れ
る
こ
と
、
、
参
加
は
農
民

の
任
意
で
あ
り
、
増
高
が
行
な
わ
れ
た
土
地
の
範
囲
も
一
円
的
で
な
か
。
た
と
い
．
つ
点
で
、
特
定
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
必
要
な
期
間
の
み
成
立
　

す
る
任
意
参
加
の
集
団
（
「
会
」
）
と
し
て
の
性
格
も
備
え
て
い
た
。
青
苗
会
を
組
織
し
て
行
な
わ
れ
る
國
体
的
な
酒
青
は
、
十
九
世
紀
以
降
確
認
す
る
こ
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
が
で
き
る
曙
清
代
の
農
村
社
ム
耳
に
参
．
嵐
．
苗
ム
鷹
の
役
割
越
近
代
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
糎
藩
薫
る
ズ
九
塁
月
…

は
　
じ
　
め
　
に

　
清
代
の
華
北
地
域
（
直
隷
省
南
部
か
ら
山
東
省
に
及
ぶ
平
原
地
帯
）
に
は
、
収
穫
期
に
お
い
て
、
農
民
が
協
同
で
作
物
の
盗
難
を
監
視
す
る
「
看

青
」
と
呼
ば
れ
る
慣
行
が
存
在
し
た
。
こ
の
笛
音
の
活
動
を
運
営
し
た
農
民
の
団
体
が
青
苗
会
で
あ
る
。
青
苗
と
は
、
成
長
過
程
に
あ
る
青
い

作
物
を
意
味
す
る
が
、
収
穫
前
の
も
の
も
含
め
て
、
広
く
農
地
に
あ
る
作
物
を
指
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
青
苗
会
の
活
動
は
、
華
北
農
村
に
あ
っ
て
、
最
も
広
範
囲
な
農
民
が
参
加
し
た
、
農
作
業
の
過
程
に
関
わ
る
協
力
関
係
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で
あ
る
。
華
北
平
原
地
帯
の
灌
概
に
は
、
井
戸
及
び
泉
水
が
使
用
さ
れ
た
。
こ
れ
は
欝
欝
の
農
家
が
協
同
で
使
用
す
る
形
態
を
と
り
、
こ
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

め
水
利
に
よ
る
協
働
作
業
は
概
し
て
分
散
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
華
北
農
村
で
は
、
「
鞘
工
」
「
換
工
」
（
爆
繁
期
に
お
け
る
農
家
相
互
の
労
働
力
援
助
）
、

「
言
種
」
（
労
働
力
及
び
農
具
・
家
畜
・
生
産
資
財
な
ど
を
農
家
が
持
ち
寄
り
耕
作
す
る
形
態
）
な
ど
の
協
力
関
係
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
も
、
二
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

三
戸
か
ら
数
戸
の
農
家
が
形
成
す
る
小
規
模
な
結
合
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
以
上
に
対
し
て
看
青
は
、
一
つ
又
は
複
数
の
「
村
荘
」
の
範
囲
に
居
住
し
耕
作
地
を
持
つ
農
民
が
参
加
す
る
活
動
で
あ
る
。
従
っ
て
、
農
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
生
産
t
生
活
を
営
む
う
え
で
取
り
結
ぶ
協
圃
の
関
係
に
注
目
し
、
農
村
社
会
を
形
作
っ
た
集
団
を
捉
え
る
場
合
、
青
苗
会
の
活
動
は
有
力
な

手
掛
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
農
村
を
構
成
す
る
集
団
の
具
体
像
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
華
北
に
お
け
る
在
地
社
会
の

仕
組
み
と
特
質
を
理
解
す
る
う
え
で
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
開
港
の
影
響
が
及
ぶ
以
前
の
華
北
農
村
を
対
象
と
し
て
、
看
青
の
活
動
と
青
苗
会
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
紹
介
し
、
農
村
社
会

を
講
成
し
た
団
体
の
実
態
と
在
り
方
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。
青
苗
会
の
担
当
す
る
業
務
が
歴
史
的
に
変
化
し
、
差
歯
（
県
の
経
費
の
不
足
分
と

し
て
農
村
に
科
さ
れ
る
金
銭
・
労
役
）
の
徴
収
機
関
と
し
て
県
政
府
と
関
わ
っ
て
い
く
側
面
は
、
励
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
な
お
本
稿
で
は
、
玉
代
に
お
け
る
青
苗
会
と
看
青
の
活
動
を
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
近
代
に
お
け
る
看
青
に
つ
い
て
は
、
既
に
幾
つ
か
の
研

　
　
　
　
　
④

究
が
存
在
す
る
。
特
に
旗
田
魏
氏
は
、
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
に
見
え
る
看
青
の
諸
形
態
に
従
っ
て
看
青
の
発
展
過
程
を
考
察
し
、
そ
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

か
で
、
近
代
以
前
の
形
態
に
も
言
及
し
て
い
る
。
旗
田
氏
は
、
叢
々
の
農
家
が
直
接
に
、
或
い
は
見
張
人
と
交
渉
し
て
行
な
う
初
期
的
な
作
物

監
視
の
形
態
か
ら
、
「
悪
女
会
・
青
苗
会
遇
の
団
体
を
つ
く
」
つ
た
り
、
村
人
全
体
が
交
代
で
看
号
す
る
と
い
う
集
団
的
な
活
動
へ
変
化
し
た

こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
後
者
の
団
体
に
よ
る
看
青
は
、
近
代
に
お
い
て
農
村
が
零
落
窮
乏
す
る
過
程
で
現
わ
れ
た
と
位
置
付
け
て
い

る
。
本
稿
で
は
、
旗
田
氏
及
び
近
代
の
諸
研
究
が
使
用
し
得
な
か
っ
た
同
時
代
の
文
献
資
料
を
利
用
し
、
近
代
以
前
の
看
青
の
実
態
を
検
証
し

て
み
た
い
。

　
以
下
の
考
察
で
は
、
在
地
農
村
の
基
底
部
の
実
態
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
史
料
と
し
て
、
『
順
天
府
思
案
』
（
中
国
第
一
歴
史
楼
案
館
所
蔵
）
を
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使
用
す
る
こ
と
と
し
た
個
こ
の
史
料
は
・
婆
遅
参
の
州
．
県
衙
門
の
肇
生
曝
し
た
も
の
で
・
そ
の
七
一
雰
の
二
を
占
め
る
の
は
・

宝
娠
県
の
刑
房
に
残
存
し
た
訴
訟
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
訴
訟
文
書
の
な
か
に
は
、
青
苗
会
の
運
営
と
看
青
の
活
動
の
過
程
で
提
訴
さ
れ
た

案
件
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
通
し
て
青
苗
会
と
看
青
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
存
す
る
文
書
は
、
主
に
嘉
慶
年
間
か
ら
宣

統
年
間
の
も
の
で
、
乾
隆
年
聞
以
前
の
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
い
た
め
、
考
察
は
嘉
慶
年
間
以
降
に
限
定
さ
れ
る
。

　
宝
斌
県
は
北
京
か
ら
東
南
東
に
約
八
十
キ
ロ
の
地
点
に
位
置
し
て
い
る
。
北
京
に
比
較
的
近
接
し
て
い
る
が
華
北
平
原
北
部
の
農
村
地
帯
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

あ
り
、
自
然
条
件
か
ら
見
て
対
象
地
域
の
一
般
事
例
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
下
、
こ
の
宝
娠
県
下
に
お
け
る
青
苗
会
の
活
動
を
見
て

い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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①
　
森
田
明
著
『
清
麗
水
利
社
会
史
の
研
究
』
第
二
部
・
第
五
章
　
國
霞
刊
行
会

　
一
九
九
〇
。
陳
樹
下
「
明
清
時
期
的
証
灌
」
『
中
国
社
会
経
済
史
研
究
』
一
九
八

　
三
－
四
　
な
ど
。

②
清
水
盛
光
著
『
中
国
郷
村
社
会
論
』
第
三
篇
　
岩
波
書
店
　
一
九
五
一
。
郭
松

　
義
「
清
代
農
村
“
群
群
”
関
係
試
算
」
『
中
国
社
会
経
済
史
研
究
』
（
覆
門
大
学
）

　
一
九
八
九
i
二
。

③
　
清
末
か
ら
近
代
の
華
北
農
村
社
会
を
、
在
地
の
団
体
組
織
・
社
会
集
団
に
視
点

　
を
お
い
て
考
察
し
た
研
究
と
し
て
は
、
中
村
哲
夫
著
『
近
代
中
国
社
会
史
研
究
序

　
説
』
第
四
章
・
第
七
章
法
律
文
化
社
　
一
九
八
四
、
佐
々
木
一
著
『
中
国
民
衆

　
の
社
会
と
秩
序
』
東
方
書
店
　
一
九
九
三
、
∪
影
3
輸
勺
鑓
ω
魯
一
紙
．
．
G
ミ
肺
～
§
・

㌔
O
さ
恥
き
ミ
ミ
鳳
ぎ
　
偽
ミ
萄
、
勘
記
帳
養
、
〉
♂
ミ
遵
O
ミ
9
§
　
岩
O
O
I
竜
へ
N
．
”
o
Q
δ
昌
h
c
厭
篇

　
∈
監
く
霞
臨
崎
鷲
⑦
ω
。
。
お
○
。
◎
。
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
が
描
く
農
村
の
団
体
・
集

　
団
は
、
①
村
落
、
宗
族
、
水
利
団
体
、
祭
祀
組
織
、
②
娯
楽
・
金
融
な
ど
の
た
め

　
の
任
意
的
な
結
合
（
会
・
合
会
）
、
⑧
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
社
会
集
団
（
宗
藪
結

　
社
）
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
言
う
農
村
社
会
の
集
団
と
は
、

　
在
地
の
フ
ォ
…
マ
ル
な
構
成
要
素
で
あ
る
①
を
指
し
て
い
る
。

　
　
な
お
こ
れ
ら
の
研
究
の
論
点
は
、
農
村
の
市
場
圏
と
そ
の
他
の
団
体
と
の
関
連

　
（
中
村
）
、
農
村
社
会
の
「
文
化
的
」
統
合
の
在
り
方
（
ド
ア
ラ
）
、
①
③
の
集
団

　
の
結
合
が
持
つ
共
通
性
（
佐
々
木
）
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
宗
教
．
娯
楽
に
関
わ

　
る
集
団
、
宗
族
、
農
村
市
場
の
領
域
に
重
点
が
あ
り
、
青
茶
会
の
よ
う
な
生
産
過

　
程
と
関
わ
る
団
体
・
集
団
へ
の
言
及
は
十
分
で
は
な
い
。

④
　
平
野
義
太
郎
著
『
北
支
の
村
落
社
会
』
第
七
章
慣
行
調
査
報
告
　
一
九
四
四
、

　
福
武
直
著
『
中
国
農
村
社
会
の
構
造
』
（
磁
路
幕
無
）
第
二
部
　
東
火
出
…
版
会

　
　
九
七
六
、
旗
田
楽
手
『
巾
国
村
落
と
共
同
体
理
論
』
第
五
章
・
第
六
章
　
岩
波

　
書
店
　
一
九
七
三
、
内
由
雅
生
野
『
中
国
華
北
農
村
経
済
研
究
序
説
』
第
四
章

　
金
沢
大
学
経
済
学
部
研
究
叢
得
四
　
一
九
九
〇
、
原
洋
之
介
「
村
落
構
造
の
経
済

　
理
論
i
共
同
行
動
の
経
済
学
的
説
明
の
方
向
に
つ
い
て
…
」
『
ア
ジ
ア
研
究
』
一
ニ

　
一
二
　
一
九
七
四
。

　
　
近
代
に
お
け
る
諸
研
究
で
は
、
着
青
と
い
う
農
民
の
協
力
関
係
を
、
農
村
に
お

　
け
る
地
縁
的
団
体
（
「
村
」
）
の
存
在
を
反
映
し
た
も
の
（
福
武
氏
、
旗
田
氏
）
、

　
或
い
は
そ
の
内
部
に
お
け
る
緊
密
な
結
合
（
「
共
同
体
」
的
な
結
合
）
を
示
す
活

　
動
（
平
野
氏
）
と
把
握
し
て
い
る
。
ま
た
内
山
氏
は
、
搭
套
（
家
畜
と
農
具
の
貸



　
し
借
り
）
、
打
更
（
夜
警
）
、
君
青
な
ど
の
農
村
に
お
け
る
様
々
な
協
力
関
係
か
ら
、

　
「
村
」
団
体
の
実
状
を
考
察
す
る
努
力
を
重
ね
て
い
る
。
し
か
し
、
零
青
の
協
力

　
関
係
の
背
後
に
あ
る
集
団
・
団
体
の
特
質
に
つ
い
て
、
な
お
積
極
的
な
見
解
の
形

　
成
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
こ
れ
は
、
旗
田
氏
が
「
従
来
考
え
ら
れ

　
た
よ
う
な
村
落
共
同
体
で
は
な
い
」
と
慎
重
に
結
論
を
保
留
し
、
ま
た
内
山
氏
が

　
「
協
同
関
係
」
と
い
う
表
現
に
止
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
よ
う
。

　
本
文
中
で
述
べ
る
よ
う
に
、
清
代
の
多
能
は
「
村
荘
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

　
膏
苗
会
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
脊
苗
会
の
組
織
に
注
目
し
、

在
地
農
村
で
活
動
し
た
団
体
の
特
質
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
清
代
の
着

青
と
青
茶
会
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
近
代
の
農
村
団
体
（
「
村
」
）
の
前
提
を
考
察

　
す
る
こ
と
に
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑤
　
前
掲
旗
田
著
　
第
五
章
。

⑥
　
『
順
天
府
櫨
案
』
の
由
来
と
所
蔵
状
況
に
つ
い
て
は
、
中
魑
第
｝
歴
史
榴
案
館

　
編
『
中
團
第
一
歴
史
描
案
館
館
蔵
橿
案
概
述
』
｝
七
七
i
七
八
頁
　
橿
案
出
版
縫

　
一
九
八
五
　
参
照
。
な
お
『
順
天
府
楢
案
』
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
は
別
稿
を

　
準
備
中
で
あ
る
。
寓
＝
雪
σ
q
㌧
勺
ピ
瓢
℃
O
．
O
．
．
、
§
馬
、
ミ
鶏
ミ
騨
§
§
ミ
職
9
ミ

　
砺
。
職
ミ
9
§
㍗
§
〉
げ
腰
ミ
O
遵
帖
ぎ
、
．
o
っ
酔
塁
h
o
邑
自
一
く
⑦
天
一
受
箕
Φ
ω
。
・
一
㊤
。
。
凱

　
は
『
順
天
府
乙
案
』
を
初
め
て
利
用
し
た
研
究
で
あ
り
、
在
地
研
究
に
お
け
る
地

　
方
岩
魚
の
有
効
性
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
（
第
二
章
）
。

⑦
　
宝
抵
県
で
は
、
一
九
三
六
年
に
、
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
の
翼
束
地
区
農
村
実

　
態
調
査
班
に
よ
る
農
村
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
（
『
翼
東
地
区
十
六
箇
県
県
勢

　
概
況
調
査
報
告
高
聴
一
九
三
六
、
　
『
翼
東
地
区
内
農
村
産
業
特
別
調
査
報
沓
』
一

　
九
一
二
六
）
。
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脚
　
清
代
嘉
慶
年
間
の
宝
抵
県
に
お
け
る
青
苗
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
一
九
四
一
年
に
行
な
わ
れ
た
河
北
省
順
義
県
内
の
調
査
で
は
、
青
苗
会
の
起
源
を
門
非
常
に
古
い
偏
と
述
べ
て
い
る
応
答
が
あ
る
。
ま
た
乾

隆
年
間
の
山
西
省
瀦
安
府
鳳
台
県
で
は
、
「
数
家
合
し
て
一
人
を
雇
い
、
草
舎
を
田
中
に
結
び
て
以
て
之
を
巡
糾
し
、
之
を
酒
肥
と
謂
う
」
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

作
物
の
協
同
監
視
の
習
慣
が
あ
っ
た
。
し
か
し
乾
隆
年
間
ま
で
の
作
物
監
視
の
実
態
は
、
な
お
不
明
確
で
あ
る
。

　
宝
低
県
下
に
お
い
て
青
苗
会
の
存
在
を
示
す
最
も
早
い
史
料
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
嘉
慶
十
六
年
八
月
に
巡
礼
里
隻
王
寺
に
住
む
農
民

察
其
祥
が
知
県
に
提
出
し
た
次
の
訴
状
で
あ
る
。

　
　
　
こ
と
の
し
だ
い
　
　
わ
が

　
　
i
情
　
縁
。
身
庄
〔
好
礼
里
墜
王
寺
〕
、
麦
飯
日
臼
□
に
逢
う
毎
に
、
議
し
て
青
苗
会
を
立
て
、
人
を
傭
い
て
釆
稼
を
管
藩
せ
し
め
、
以
て
楡
窃
の
禍
を
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
わ
れ
ら

　
　
　
ぐ
。
去
歳
の
大
秋
、
其
れ
曹
士
礼
□
□
O
臼
を
楡
む
に
因
り
て
、
看
青
人
丁
兆
熊
等
に
重
獲
せ
ら
る
。
劉
元
善
の
説
合
を
経
て
、
身
等
の
青
苗
会
の
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
　
　
　
③

　
　
　
お
い
て
、
議
し
て
伊
に
東
浜
六
千
を
罰
す
。
劉
元
善
保
を
醸
す
に
係
る
と
難
も
、
伊
今
に
至
る
も
勧
善
も
未
だ
給
さ
ず
。
…
…
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
好
財
貨
隻
王
寺
で
は
青
苗
会
を
結
成
し
て
看
青
人
（
作
物
の
監
視
人
）
を
雇
い
、
作
物
の
盗
難
を
防
い
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

看
青
人
に
捕
え
ら
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
青
苗
会
が
罰
金
の
支
払
い
を
定
め
て
い
た
。
こ
の
史
料
に
は
、
す
で
に
集
団
的
な
看
青
の
活
動
が
示

さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
次
の
暴
状
で
も
、
嘉
慶
年
間
の
農
村
に
お
い
て
協
同
で
作
物
の
監
視
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
ぶ
も
え
ら
く
わ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き

　
”
1
1
切
。
身
庄
〔
学
費
旧
婚
頭
庄
〕
、
今
歳
の
秋
成
に
お
い
て
、
楊
永
寛
・
高
奇
の
二
人
を
鰹
い
て
、
禾
稼
を
管
看
せ
し
め
、
以
て
楡
窃
を
防
ぐ
に
係
る
。
昨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ウ
リ
ャ
ン
の
く
き
　
　
た
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
く
り
　
　
　
た
ば

　
　
に
塞
月
〔
嘉
慶
二
十
年
八
月
〕
初
二
臼
、
身
の
催
薄
藍
振
、
下
地
し
て
穣
　
稽
を
套
ぬ
る
に
、
朱
姓
の
地
内
の
高
線
三
百
出
穂
を
楡
窃
す
。
綱
て
二
纒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ
わ
れ
よ
　

た
ば

　
　
有
り
、
背
に
し
て
身
の
家
に
至
り
、
存
放
す
。
初
四
日
に
至
り
、
君
青
人
揚
永
差
等
、
査
知
す
る
を
経
て
、
身
の
家
従
り
陰
雲
穂
の
細
を
将
て
寧
去
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
わ
　
　
　
④

　
　
朱
姓
に
賠
還
す
。
其
の
事
已
に
完
れ
り
。
…
…

守
礼
里
荘
頭
庄
で
は
、
収
穫
期
に
二
人
の
看
青
人
を
雇
い
作
物
の
監
視
を
行
な
っ
て
い
た
。
呈
状
を
提
出
し
た
曹
天
北
の
催
工
藍
振
は
、
朱
姓

の
高
梁
を
盗
み
、
雇
い
主
の
曹
天
錫
の
家
に
放
置
し
た
、
看
青
人
は
こ
の
盗
難
を
査
要
し
、
曹
天
錫
の
家
か
ら
藍
子
の
盗
ん
だ
高
梁
を
押
収
し

て
朱
姓
に
返
し
た
と
い
う
。

　
い
ま
一
つ
事
例
を
見
て
お
こ
う
。
尚
節
里
樹
児
窩
で
も
農
民
と
青
苗
会
首
（
君
青
を
運
営
す
る
世
話
役
）
が
収
穫
期
に
看
青
人
を
雇
い
作
物
の
監

視
を
行
な
っ
て
い
た
。

　
　
お
も
え
ら
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ

　
…
皿
切
。
今
歳
の
秋
成
に
お
い
て
、
庄
衆
・
青
苗
会
首
、
身
〔
漏
青
人
張
永
寧
〕
の
老
誠
な
る
に
因
り
て
、
身
を
傭
い
て
翠
煙
を
君
管
せ
し
む
。
〔
嘉
慶
十
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ウ
リ
ャ
ン
の
く
き

　
　
年
〕
八
月
十
三
日
に
思
い
て
、
幽
せ
ず
し
て
翠
黛
劉
茂
枝
の
地
内
の
租
　
槽
、
人
に
二
十
個
を
窃
去
せ
ら
る
。
劉
茂
枝
の
子
劉
吊
雲
自
ら
行
き
て
訪
ね
、

　
　
　
　
コ
ウ
リ
ャ
ン
の
く
き
わ
れ
⑤

　
　
此
の
　
柴
、
　
郭
玉
の
地
内
に
在
る
を
認
む
。
身
即
ち
会
論
理
換
章
を
趣
呈
し
郭
玉
を
問
及
せ
り
。
…
…

こ
の
墨
状
は
看
青
人
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
盗
難
が
発
生
し
た
場
合
の
青
苗
会
首
及
び
看
青
人
の
活
動
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
劉
茂
枝
の
畑
か
ら
盗
ま
れ
た
高
梁
の
茎
が
、
郭
玉
の
畑
に
在
っ
た
。
看
青
人
張
永
寧
は
会
首
呉
燥
章
と
と
も
に
容
疑
者
の
郭
玉
を
尋
問

し
て
い
る
。

72　（72）



清代の華北農村における青苗会について（小田）

し
て
い
る
。

　
表
1
を
見
て
み
る
と
、
残
存
す
る
史
料
全
体
と
比
較
し
た
嘉

慶
年
間
の
訴
訟
件
数
は
、
す
で
に
道
光
年
間
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
嘉
慶
年
間
の
青
苗
会
の
活
動
は
、
既
に
．
道
光

年
間
と
同
程
度
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
翠
嵐
年
間
に
一
時
、
関
連
訴
訟
件
数
の
割
合
が
低
下

す
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
、
先
に
示
し
た
訴
訟
の
内
容
（
a
・

b
・
c
）
の
な
か
で
、
　
a
青
苗
会
の
運
営
の
不
正
を
訴
え
た
も

の
が
相
対
的
に
増
大
し
て
お
り
（
道
光
年
間
で
は
全
体
の
二
六
％
、

成
乳
年
間
で
は
三
八
％
）
、
全
体
的
な
数
値
の
低
下
が
必
ず
し
も

青
苗
会
の
活
動
の
低
下
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え

〈表1＞　青苗会と看青人に関する訴訟件数

蒔　　代

嘉慶（乾鳥）2）

道光

威豊

同治

懲
㈹

7
ハ
0
8
8

1
4
　2

残存史料全体
の訴訟件数
　　（包）1）

17．5　3）

48．5

15

17．5・

の
数

り
件

た
訟
D

当
玉
子

露
払一

関

O．97

e．92

0．53

1．6

合　　計 98 98．5

史料：r順天府櫨案』入七～二三一（早緒，宣統年間

　　　は除く）

1）　1包に含まれる案件の数は一定しない。今，『順

　天府1當案』目録の第20G包から第209包に記された案

　件の数を示せば，以下のようになる。第20G包＝40
　件，n9201＝　25件，第203包皿32件，第204包＝24件，

　第205包＝＝　15件，　第206包＝＝31件，　第207包寓45件，

　第208包＝＝　30t¢，第209包＝20件。また第197包から

　第231包までの1包当たりの平均値は，27．3件である。

　従って1包に含まれる案件は20～30件と見当をつけ

　ることができるだろう。

2）乾隆年闘の案件はきわめて少ない。

3）　1包のなかに二つの年代，例えば嘉慶年間と道光

　年間の案件が混在しているものがあり，その各々の

　具体的な件数，或いは比率については知り得ないた

　め，各年代について0．5と数えて算出した。

　
表
1
は
、
宝
蟻
県
刑
房
櫨
案
に
含
ま
れ
て
い
た
青
苗
会
及
び
看
青
に
関
す
る
訴
訟
案
件
を
、
時
代
別
に
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
嘉
慶
年
間

か
ら
同
治
年
間
ま
で
、
九
十
八
包
（
約
二
千
二
百
件
）
の
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
、
青
苗
会
と
十
割
に
関
わ
る
訴
訟
を
九
十
八
件

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
訴
訟
の
内
容
は
、
a
青
苗
銭
（
藩
青
の
た
め
の
分
担
金
）
の
着
服
な
ど
青
苗
会
の
運
営
の
不
正
を
訴
え
た
も

の
（
四
七
件
）
、
b
作
物
の
盗
難
を
訴
え
賠
償
を
請
求
し
た
も
の
（
三
二
件
）
、
c
看
青
人
の
横
暴
を
訴
え
た
も
の
（
一
六
件
）
に
大
別
さ
れ
る
が
、
い

ず
れ
も
農
村
に
お
け
る
青
苗
会
の
存
在
と
看
青
の
活
動
を
反
映

　
以
上
の
よ
う
に
、
嘉
慶
年
間
の
宝
域
県
下
の
農
村
で
は
青
苗
会
が
結
成
さ
れ
、
収
穫
期
に
看
青
人
を
雇
い
、
協
同
で
作
物
の
監
視
活
動
を
行

な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
作
物
の
盗
難
が
発
生
し
た
場
合
、
看
青
人
或
い
は
青
苗
煙
弾
が
犯
人
を
捜
索
し
（
”
1
1
∴
m
）
、
罰
金
の
支
払

い
を
定
め
た
り
、
作
物
を
賠
償
し
た
り
し
た
（
i
∴
1
1
）
。
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ら
れ
る
。

次
章
で
は
、
以
上
の
青
苗
会
の
活
動
に
つ
い
て
さ
ら
に
具
体
的
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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①
　
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
五
ニ
ー
五
七
）
第
一
巻
五
九
頁
。

　
ま
た
七
六
頁
に
も
「
青
苗
会
は
何
時
頃
ま
で
あ
っ
た
か
髭
よ
く
わ
か
ら
ぬ
が
、
清

　
朝
時
代
に
は
あ
っ
た
ろ
う
」
と
あ
る
。

②
　
『
清
朝
経
世
文
編
』
巻
三
六
　
李
兆
洛
「
鳳
台
目
激
論
食
貨
」
。

③
『
順
天
府
櫓
案
』
第
＝
二
包
「
嘉
慶
十
六
年
八
月
具
案
民
人
薬
其
祥
」
こ

　
の
史
料
は
欠
字
を
含
む
た
め
、
次
に
原
文
を
掲
げ
る
。

　
　
　
情
縁
。
身
庄
毎
毒
麦
日
日
□
□
、
議
立
流
薗
会
、
雇
人
管
看
禾
稼
、
以
防
楡

　
　
窃
禍
。
因
去
歳
大
秋
、
其
曹
土
礼
楡
□
□
建
艦
、
夏
着
青
人
丁
兆
熊
等
傘
獲
、

　
　
　
経
劉
な
兀
霊
口
説
合
、
身
等
青
苗
ム
瓜
内
議
罰
伊
｛
果
国
情
論
ハ
千
。
錐
係
劉
一
兀
善
作
保
、

　
　
　
伊
至
今
分
文
書
給
。

　
欠
字
部
分
の
内
容
は
、
次
の
史
料
に
準
じ
て
解
釈
で
き
る
も
の
と
考
え
た
。

　
　
　
切
。
身
庄
毎
逢
豊
岡
成
熟
、
経
首
盛
人
按
地
畝
灘
銭
、
雇
人
看
青
。
如
有
失

　
　
　
少
、
係
看
青
人
賠
償
。
（
『
順
天
府
構
案
』
第
一
二
七
包
「
道
光
二
五
年
八
月

　
　
　
具
呈
民
人
李
枝
盛
」
）
切
。
身
庄
毎
奄
奄
成
之
際
、
公
立
青
苗
地
規
、
秋
収

　
　
　
後
、
按
泓
灘
攣
公
費
、
其
来
已
久
。
（
『
順
天
府
二
二
』
第
二
三
〇
包
　
同
治

　
　
　
年
間
　
具
呈
首
購
人
音
永
・
何
文
魁
。
孟
顕
宗
・
劉
門
脇
．
楊
成
徳
．
張
万

和
・
韓
桂
林
・
王
天
来
・
李
徳
器
・
田
徳
安
」
）

切
。
身
庄
設
立
青
苗
会
、
曜
工
人
王
禄
・
王
士
泰
、
看
守
地
内
禾
稼
。
前
有

羅
家
深
子
庄
王
三
禿
楡
窃
身
庄
圏
内
穀
心
念
穂
、
将
伊
江
倥
藤
織
。
（
『
順
天

府
政
案
』
第
一
四
〇
包
「
療
治
十
年
七
月
　
贈
呈
庶
事
人
煙
純
如
・
回
文
儒

・
王
義
・
仇
文
興
」
）
切
。
当
歳
秋
成
、
身
滝
壷
与
苑
家
鴨
・
左
家
庄
公
同

議
立
青
苗
地
金
賑
、
各
庄
一
本
、
二
人
管
酒
器
稼
、
以
防
楡
窃
。
…
…
於
本

　
　
　
月
二
十
四
日
、
身
地
内
藻
黍
成
熟
、
不
意
被
馬
鐸
・
孫
策
志
楡
窃
去
有
一
泓
、

　
　
　
已
真
夏
青
人
獲
住
、
交
経
管
地
点
善
人
、
議
罰
東
銭
入
昂
・
礫
黍
八
斗
。
有

　
　
　
王
君
笙
．
李
厚
美
作
保
可
証
。
寛
不
向
身
聞
間
、
及
身
将
〔
経
管
地
泓
賑
人
）

　
　
　
葉
宗
・
馬
鉱
・
劉
国
才
・
史
九
・
揚
天
喜
・
〔
震
青
人
〕
馬
田
齢
・
馬
全
・

　
　
　
史
二
・
楊
四
合
我
在
～
処
理
講
。
奈
伊
無
二
三
語
四
、
互
相
観
望
、
均
皆
推

　
　
　
譲
、
不
認
賠
償
。
（
『
順
天
豊
橋
案
』
第
＝
二
〇
包
門
道
光
四
年
七
月
　
具
状

　
　
　
正
白
旗
人
馬
鏑
」
）

　
以
下
『
順
天
府
橘
案
』
の
引
順
箇
所
は
、
順
天
府
；
一
〇
の
よ
う
に
示
す
。

④
　
順
天
府
一
二
二
「
嘉
慶
二
十
年
八
月
置
具
稟
導
入
曹
天
錫
」

⑤
　
順
天
府
一
二
二
「
嘉
慶
十
七
年
八
月
　
具
稟
斑
人
張
永
寧
偏

二
　
肴
青
の
活
動
か
ら
見
た
青
苗
会
の
性
格

本
章
で
は
、
看
青
の
活
動
が
運
営
さ
れ
る
過
程
を
具
体
的
に
考
察
し
、
合
わ
せ
て
農
村
団
体
と
し
て
の
青
苗
会
の
特
色
を
検
討
し
て
い
く
こ

と
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ

　
ま
ず
、
青
苗
会
が
組
織
さ
れ
る
様
子
か
ら
見
て
み
よ
う
。
青
苗
会
の
結
成
に
つ
い
て
は
、
前
章
の
史
料
”
1
1
に
「
講
衆
・
青
書
会
首
、
…
…
身
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を
催
い
て
禾
稼
を
管
看
せ
し
む
」
と
あ
っ
た
。
居
仁
草
野
家
庵
庄
で
の
青
苗
会
の
設
立
の
様
子
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
お
も
え
ら
く
　
わ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き

　
　
切
。
　
身
障
、
秋
成
の
際
に
届
く
毎
に
、
青
苗
の
地
規
を
公
立
す
。
…
…
昨
に
〔
同
治
年
間
、
年
月
不
明
〕
初
四
日
に
於
い
て
、
諸
等
公
議
し
て
、
本
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
の
廟
内
に
在
り
て
酒
飯
を
備
緋
し
、
青
苗
の
地
規
を
公
立
す
。

こ
こ
で
は
「
庄
衆
」
の
「
公
議
」
に
よ
っ
て
青
苗
会
が
組
織
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
和
楽
里
上
家
庄
の
看
青
人
茜
才
に
よ
れ
ば
、
「
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
わ
が

歳
の
大
秋
に
お
い
て
、
身
庄
の
〔
青
苗
会
首
〕
謝
俊
・
王
漢
武
・
王
誠
義
・
高
茂
林
等
、
身
を
し
て
身
庄
の
青
苗
の
地
墨
を
管
看
せ
し
む
る
を

　
　
②

公
議
す
」
と
あ
り
、
「
青
苗
会
首
」
の
「
公
議
」
に
よ
っ
て
看
青
人
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
等
量
」
或
い
は
「
青
苗
生
首
」
が

「
公
議
」
し
て
、
看
青
の
活
動
は
組
織
さ
れ
た
。

　
青
苗
会
が
組
織
さ
れ
る
の
は
、
先
の
史
料
に
「
秋
成
の
際
に
届
く
毎
に
、
青
苗
の
軍
規
を
公
立
す
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
毎
年
収
穫
期
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
。
藩
青
の
活
動
が
行
な
わ
れ
る
期
間
は
、
大
秋
（
秋
の
収
穫
）
の
約
二
ヵ
月
と
麦
秋
（
初
夏
の
収
穫
）
の
約
半
月
と
さ
れ
た
。
こ
の
期
間
、
農
民

は
他
人
の
農
地
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
中
秋
（
農
暦
八
月
十
五
日
）
、
又
は
霜
降
（
農
暦
九
月
）
後
に
は
「
青
苗
開
圏
」
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

圃
場
内
で
自
由
に
作
物
稗
や
落
穂
を
拾
う
こ
と
が
で
き
た
。

　
二
十
世
紀
の
農
村
調
査
に
よ
れ
ば
、
農
村
で
組
織
さ
れ
る
様
々
な
会
・
団
体
（
会
員
の
間
で
金
銭
を
積
み
立
て
る
揺
会
、
葬
式
の
費
用
を
融
通
し
あ

う
白
礼
社
、
信
仰
団
体
で
あ
る
泰
山
香
会
な
ど
）
の
な
か
で
、
看
青
の
活
動
は
、
村
廟
の
祭
礼
と
と
も
に
、
毎
年
定
期
的
に
行
な
わ
れ
る
と
い
う
持

　
　
　
　
　
　
　
⑤

続
性
を
持
っ
て
い
た
。

　
青
苗
会
の
活
動
の
中
心
は
看
青
で
あ
っ
た
が
、
他
に
高
梁
の
下
葉
を
取
る
期
間
を
決
め
る
こ
と
、
畑
の
中
を
荷
車
が
通
り
作
物
が
破
損
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
を
防
ぐ
こ
と
な
ど
、
作
物
の
保
護
全
般
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
作
物
の
保
護
を
鼠
的
と
す
る
団
体
は
、
青
苗
会
以
外
に
も
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
。
清
末
の
山
東
省
城
武
士
に
は
「
欄
青
会
」
と
い
う
「
牛
羊
が
田
禾
を
践
食
す
る
」
の
を
防
ぐ
会
が
、
同
省
河
沢
県
に
は
「
看

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

綿
花
会
」
と
い
う
綿
花
の
盗
難
を
防
ぐ
会
が
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
看
青
の
運
営
に
話
を
戻
そ
う
。
作
物
の
監
視
活
動
を
運
営
し
た
の
は
「
青
苗
会
首
」
「
青
苗
首
事
」
「
青
苗
の
地
摺
を
経
管
す
る
の

75 （75）



人
」
と
呼
ば
れ
る
世
話
役
で
あ
る
。
彼
ら
の
仕
事
は
、
a
看
青
人
を
雇
用
す
る
こ
と
、
b
運
営
の
経
費
と
な
る
「
青
苗
銭
」
を
徴
収
す
る
こ
と
、

c
作
物
を
盗
ん
だ
者
の
処
罰
と
盗
難
の
被
害
を
補
償
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
下
、
こ
の
順
序
で
青
梅
会
の
活
動
の
様
子
を
見
て
い
こ
う
。

76　（76）

a
　
看
青
人
の
雇
用

　
看
青
人
の
雇
い
入
れ
ば
、
会
首
・
首
事
人
が
協
同
で
行
な
っ
た
。
尚
節
黒
馬
各
庄
と
新
安
里
賢
家
橋
庄
の
九
人
の
青
苗
首
事
人
た
ち
の
星
状

に
は
・
桑
嘉
事
に
係
属
究
〔
青
芭
会
を
立
て
人
を
早
い
暑
号
せ
し
亜
と
あ
る
・
ま
た
等
温
墨
田
城
で
は
・
世
話
役
が
公
議
し
て

看
青
人
九
人
を
決
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
　
わ
が

　
　
今
歳
の
大
秋
、
青
苗
の
地
面
あ
る
に
因
り
て
、
職
、
本
庄
の
癬
公
事
人
周
会
三
・
劉
美
中
・
李
光
国
・
言
論
安
等
と
同
に
、
鼠
輩
の
馬
天
章
・
馬
俊
如
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
劉
万
栄
等
九
人
に
福
青
せ
し
む
る
を
公
議
す
。
業
事
に
議
定
し
て
、
合
同
を
立
有
し
、
〃
青
苗
を
撹
看
せ
し
む
”
の
字
拠
あ
り
。

こ
の
史
料
で
は
、
雇
用
に
当
た
っ
て
看
青
人
と
契
約
書
を
交
わ
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
前
章
の
史
料
掛
で
は
、
看
青
人
張
永
寧
は
、
庄

衆
と
青
苗
会
首
に
よ
っ
て
雇
わ
れ
た
と
述
べ
て
い
た
。
看
青
人
の
雇
用
は
、
青
苗
会
・
青
苗
首
事
人
が
協
同
で
行
な
っ
た
が
、
庄
衆
の
意
向
を

含
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
看
青
人
と
な
る
の
は
、
傭
工
や
農
村
の
貧
民
で
あ
っ
た
。
看
青
人
の
仕
事
は
「
素
本
よ
り
土
匪
に
し
て
、
巡
青
を
以
て
業
と
為
し
、
家
に
寸

　
　
⑪
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

糖
無
し
」
、
「
並
べ
て
正
業
無
く
、
素
よ
り
看
青
を
行
な
う
」
な
ど
と
軽
蔑
を
込
め
た
表
現
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
看
青
人
の
横
暴
を
訴
え

る
訴
訟
は
各
時
代
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
（
嘉
慶
年
間
三
件
、
道
光
＋
件
、
警
士
一
件
、
同
治
二
件
）
。
近
代
の
看
青
に
関
す
る
研
究
が
指
摘
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

腕
力
の
あ
る
農
村
の
貧
民
と
い
う
看
青
人
の
性
格
は
、
清
心
に
も
共
通
し
て
い
る
。

b
　
青
苗
銭
の
徴
収

看
青
人
を
雇
う
費
用
は
、

耕
作
地
の
多
寡
に
応
じ
て
農
民
か
ら
徴
収
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
務
本
里
彩
家
舗
庄
の
青
苗
会
で
は
、

わ
が「

身
庄
、
禾
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わ
り
あ
　
　
　
　
　
へ

稼
の
成
熟
に
逢
う
毎
に
、
首
黒
人
、
地
畝
を
按
じ
て
銭
を
撃
つ
る
を
経
て
、
人
を
雇
い
て
食
青
せ
し
む
」
と
首
異
人
が
看
青
の
経
費
を
割
り
当

⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

て
た
。
好
礼
里
大
鷺
各
庄
の
青
忍
会
で
も
、
「
身
庄
、
歴
年
の
秋
問
に
お
い
て
、
地
泓
を
按
じ
て
銭
を
象
り
、
人
を
催
い
て
地
泓
の
心
算
を
看

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

守
せ
し
め
、
以
て
楡
窃
を
防
ぐ
」
と
、
経
費
を
徴
収
し
て
蒼
青
を
行
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
こ
の
分
担
金
は
「
青
苗
銭
」
「
青
銭
」
と
言
い
、
一
私
当
た
り
、
銅
銭
の
場
合
五
十
文
前
後
、
穀
物
の
場
合
は
穣
三
合
か
ら
一
升
で
あ
っ
た
。

集
め
た
費
用
は
「
影
青
工
銭
」
（
焉
青
人
を
雇
用
す
る
費
用
）
及
び
「
懸
銭
」
（
宴
席
の
費
用
）
に
充
て
ら
れ
た
が
、
こ
う
し
た
青
苗
会
の
会
計
収
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
め
ぐ
っ
て
し
ば
し
ば
着
服
や
不
正
使
用
の
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

　
青
苗
銭
を
微
醒
す
る
も
と
と
な
っ
た
の
は
、
「
青
苗
地
賑
」
「
青
苗
公
賑
」
と
呼
ば
れ
る
帳
簿
で
あ
る
。
作
物
を
協
同
で
監
視
す
る
農
民
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

毎
年
村
廟
で
こ
の
帳
簿
に
看
青
を
受
け
る
土
地
面
積
を
記
入
し
、
青
苗
会
の
活
動
に
参
加
し
た
。
青
苗
銭
は
こ
の
帳
簿
を
も
と
に
、
収
穫
後
に

　
　
　
　
⑲

微
収
さ
れ
た
。

　
青
苗
地
卵
へ
の
記
入
と
青
苗
会
の
活
動
と
の
関
わ
り
を
示
す
事
例
を
挙
げ
よ
う
。
好
劇
里
小
藍
各
庄
の
旗
人
馬
錦
は
、
経
管
地
卵
里
人
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

世
話
役
と
看
青
人
が
、
盗
ま
れ
た
黍
一
碧
分
を
賠
償
し
よ
う
と
し
な
い
と
訴
え
た
。
こ
の
馬
革
の
戦
状
に
対
し
て
経
管
地
畝
眼
人
事
天
喜
・
史

九
・
劉
国
才
等
は
、
次
の
よ
う
に
反
訴
し
て
い
る
。

　
　
こ
と
の
し
だ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
わ
れ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
情
　
縁
。
煮
豆
成
熟
せ
し
時
、
人
の
窃
取
す
る
を
恐
れ
、
原
よ
り
身
等
、
地
有
る
の
家
に
知
会
て
、
地
を
将
て
〔
青
苗
地
〕
賑
に
写
か
し
め
、
泓
を
按
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
き
び
　

さ
ら
　
さ
き

　
　
て
銭
を
出
だ
さ
し
め
、
人
を
雇
い
て
藩
醸
す
る
に
係
る
。
…
…
並
べ
て
馬
身
の
藤
黍
を
楡
撫
す
る
の
情
事
無
し
。
再
に
馬
錦
の
地
震
、
向
に
衆
に
随
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ

　
　
　
〔
青
苗
地
〕
賑
に
入
れ
ず
。
伊
、
地
内
の
盧
蓋
の
小
謡
一
間
に
在
り
て
、
自
ら
人
に
看
守
せ
し
む
る
を
行
な
う
。
〔
作
物
の
〕
失
少
の
有
無
、
身
等
と
何

　
　
　
か
か
わ
　
　
　
　
⑳

　
　
ぞ
干
ら
ん
や
…
…
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
馬
錦
は
地
賑
に
記
入
し
て
お
ら
ず
、
彼
の
作
物
の
盗
難
は
青
苗
会
の
活
動
と
関
わ
り
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
馬
事
は
独

自
に
作
物
の
監
視
を
行
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
看
青
へ
の
参
加
は
、
地
鼠
に
記
入
し
青
苗
銭
を
支
払
う
こ
と
で
示
さ

れ
、
農
民
の
任
意
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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c
　
盗
難
に
対
す
る
賠
償
と
処
罰

　
青
苗
会
の
最
も
重
要
な
仕
事
は
、
作
物
の
盗
難
が
発
生
し
た
場
合
、
犯
人
を
見
つ
け
被
害
を
補
償
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
作
物
を
盗
ま
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

農
民
は
、
震
青
人
と
青
苗
会
に
訴
え
た
。

　
作
物
の
盗
難
に
対
し
て
は
、
青
苗
会
乃
至
は
世
話
役
・
看
青
人
が
協
同
で
賠
償
す
る
場
合
と
、
看
青
人
が
直
接
被
害
者
に
賠
償
す
る
場
合
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

見
ら
れ
る
。
ま
ず
中
老
の
事
例
を
挙
げ
よ
う
。
尚
節
里
郵
家
舗
庄
で
は
「
如
し
禾
稼
の
蚕
失
す
る
有
ら
ば
、
〔
青
苗
〕
華
中
に
お
い
て
包
賠
す
。

　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
わ

各
所
皆
詣
り
」
と
さ
れ
て
い
た
。
悉
無
里
謡
各
庄
の
寡
婦
劉
孟
民
の
農
地
か
ら
門
穀
子
八
十
個
」
が
盗
ま
れ
た
一
件
で
は
、
「
牌
頭
馬
大
毒
・

　
　
　
ち
ゅ
う
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

楊
熊
曾
等
説
合
し
、
経
管
青
苗
地
亭
主
趙
盛
泣
面
び
に
肴
青
人
等
を
し
て
、
〔
皇
室
〕
氏
の
家
の
穀
子
一
石
を
晶
晶
せ
し
む
」
と
い
う
解
決
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

な
っ
た
。
ま
た
後
者
の
事
例
と
し
て
は
、
好
礼
里
大
公
各
州
の
農
民
劉
恭
は
、
「
如
し
平
し
て
〔
作
物
を
盗
ん
だ
犯
人
が
〕
何
人
に
係
る
や
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

露
出
せ
ざ
れ
ぼ
、
看
青
人
、
数
に
照
ら
し
て
賠
還
す
。
是
の
如
き
は
其
の
来
る
や
已
に
久
し
」
と
主
張
し
て
い
る
。
直
面
里
小
難
母
君
の
看
青

　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

人
張
万
良
は
、
「
身
等
看
青
に
受
雇
せ
ら
る
。
凡
そ
庄
衆
の
人
の
〔
青
苗
地
〕
賑
の
地
畝
に
お
け
る
愈
愈
の
失
少
、
如
し
楡
窃
の
人
を
醸
出
せ

　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ざ
れ
ば
、
原
よ
り
賠
還
に
応
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
青
苗
会
、
世
話
役
、
看
青
人
に
よ
っ
て
作
物
の
賠
償
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
青
苗
会
と
い
う
団
体
自
体
が
賠
償
の
主

体
と
な
っ
て
い
る
と
は
、
必
ず
し
も
言
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
作
物
を
盗
ん
だ
犯
人
に
対
し
て
は
、
青
苗
会
首
・
経
管
青
苗
地
泓
人
な
ど
世
話
役
が
「
合
議
」
し
て
罰
金
を
定
め
た
。
こ
の
処
罰
は
村
廟
で

行
な
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
黍
を
盗
ん
だ
と
嫌
疑
を
受
け
た
傭
工
の
王
玉
奇
は
、
次
の
よ
う
に
看
青
人
と
経
管
青
苗
地
畝
人
を
訴
え
て
い
る
。

　
　
　
　
か
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
　
し
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
お
し
ば
し
ら
　
　
　
お
　
　
　
　
し
ば

　
　
後
に
伊
等
〔
看
青
人
蜜
光
遠
等
三
人
〕
、
身
を
穿
て
細
り
て
廟
に
進
み
、
明
柱
に
在
い
て
細
る
こ
と
一
夜
た
り
。
十
一
日
の
早
着
に
至
り
て
、
其
れ
〔
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
管
青
苗
地
泓
人
〕
崔
純
年
・
何
興
業
、
同
に
廟
内
に
至
り
、
議
し
て
身
に
腰
銭
一
百
吊
を
罰
す
。

王
玉
奇
は
、
村
廟
の
柱
に
一
晩
縛
ら
れ
、
罰
金
を
言
い
渡
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
処
罰
や
賠
償
は
、
在
地
に
お
い
て
青
苗
会
の
内
部
で
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
嘉
慶
年
間
か
ら
同
治
年
間
ま
で
の
約
八
十
年
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間
に
、
登
坂
県
全
体
で
提
訴
さ
れ
た
作
物
の
盗
難
及
び
処
罰
と
賠
償
に
関
わ
る
訴
訟
は
、
三
二
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
字
は
、
農
村
で
実
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

発
生
し
た
盗
難
の
多
く
が
、
提
訴
以
前
に
在
地
で
解
決
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
罰
金
の
支
払
い
や
賠
償
に
つ
い
て
、
青
苗
世
事
・
経
管
青
苗
地
私
人
ら
の
世
話
役
が
、
完
全
な
執
行
力
を
持
っ
て
い
た
と
は
言
い
切

れ
な
い
。
先
の
三
二
件
の
案
件
の
な
か
に
は
、
青
苗
首
事
及
び
看
青
人
の
側
か
ら
、
青
苗
会
が
定
め
た
議
罰
や
賠
償
に
従
わ
な
い
農
民
を
相
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ

取
っ
て
訴
え
た
訴
訟
を
、
八
件
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
尚
節
里
詩
家
舗
大
庄
の
看
青
人
劉
福
の
呈
状
で
は
、
「
今
伊
〔
郵
君
栄
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
　
　
　
　
み
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
妻
商
属
、
嚢
姓
の
地
内
の
綿
花
を
楡
干
す
る
も
、
伊
議
罰
を
早
め
ず
、
反
り
て
逞
兇
を
行
な
う
。
此
が
為
に
情
急
な
れ
ば
案
に
赴
け
り
」
と

議
罰
に
従
わ
な
い
祁
君
栄
と
回
忌
を
訴
え
て
い
る
。
ま
た
新
安
里
甕
家
橋
庄
等
の
九
人
の
青
苗
首
盛
人
は
、
「
李
劉
属
、
寡
婦
に
侯
侍
し
、
慣

　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

賊
と
勾
讃
し
て
同
に
楡
み
、
道
束
に
遵
わ
ず
、
反
り
て
首
事
を
罵
り
青
苗
会
の
事
を
掩
乱
す
」
と
、
黍
を
盗
ん
だ
寡
婦
李
劉
氏
が
青
苗
会
の
処

罰
を
遵
守
し
な
い
こ
と
を
墨
状
で
述
べ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
議
罰
の
執
行
は
青
苗
会
の
内
部
の
み
で
完
結
す
る
と
は
限
ら
ず
、
青
苗
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

事
・
経
管
青
苗
地
畝
人
ら
の
世
話
役
が
、
県
政
府
に
訴
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
面
も
存
在
し
て
い
た
。

　
以
上
、
看
青
の
活
動
を
具
体
的
に
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
次
の
よ
う
な
青
苗
会
の
特
色
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

ず
第
一
に
、
集
団
的
な
監
視
活
動
へ
の
参
加
は
、
青
苗
地
．
賑
へ
の
記
入
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
い
う
任
意
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
即

ち
、
農
民
は
居
住
地
域
な
ど
に
よ
っ
て
自
動
的
に
青
苗
会
の
成
員
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
青
苗
会
に
お
け
る
処
罰
は
主
に
罰
金
で

あ
り
、
犯
人
を
地
域
か
ら
追
放
す
る
よ
う
な
制
裁
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
処
罰
の
学
的
が
作
物
の
補
償
に
あ
り
、
青
苗
会
の
集

団
を
維
持
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
の
特
色
は
、
青
苗
会
が
君
青
と
い
う
実
務
的
な
機
能
で
結
び
つ
い
た
団

体
で
あ
っ
た
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
農
村
団
体
は
い
か
な
る
農
民
層
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
在
地
農
村
で
ど
の
よ
う
な
広
が

り
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
三
章
・
四
章
で
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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①
順
天
府
二
三
〇
「
同
治
年
間
訓
説
曲
事
人
欝
欝
・
何
文
魁
・
孟
顕
宗
・
劉
永

　
発
・
揚
成
徳
・
張
万
和
・
韓
桂
林
・
王
天
来
・
季
徳
業
・
田
徳
安
」

②
　
順
天
府
九
七
「
道
光
二
年
七
月
　
具
呈
民
人
丙
才
」

③
平
野
義
太
郎
「
支
那
農
村
に
お
け
る
楡
盗
荘
稼
」
『
法
律
時
報
』
一
六
一
七

　
一
九
四
四
。

④
　
順
天
府
二
一
八
「
道
光
　
九
年
九
月
　
具
状
斑
入
王
可
齢
」

　
　
　
切
。
身
於
九
月
初
講
談
、
身
下
空
地
拾
柴
、
遇
有
〔
看
青
人
〕
王
連
升
、
硬

　
　
　
頼
身
拾
柴
係
留
査
〔
植
〕
、
身
与
伊
理
較
、
本
係
乱
取
、
並
並
留
査
〔
檀
〕
。

　
　
　
…
…
豊
麗
云
青
苗
之
地
業
已
囎
圏
、
何
得
欄
阻
身
在
地
膨
柴
。
不
料
王
連
升
、

　
　
　
将
身
髪
辮
鍬
住
捺
倒
。

　
ま
た
註
③
平
野
論
文
参
照
。
次
の
箪
例
は
、
綿
花
の
盗
難
を
防
ぐ
た
め
、
一
定
の

　
期
間
を
定
め
て
綿
花
桿
を
収
抜
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
順
天
府
一
九
八
「
嘉
慶
年
間
　
具
稟
請
患
、
生
員
王
振
東
　
民
人
白
鳳
先
」

　
　
　
縁
。
大
師
各
庄
地
塁
収
抜
綿
花
霰
、
歴
係
以
寒
露
節
気
之
期
大
衆
一
斉
収
抜
、

　
　
　
以
杜
拾
庄
稼
人
楡
窃
綿
花
核
、
旧
有
程
章
。

⑤
中
華
民
国
司
法
行
政
部
『
民
商
事
習
慣
調
査
報
告
録
』
　
一
九
三
〇
　
七
七
七

　
頁
・
七
八
七
～
七
九
〇
頁
で
は
、
揺
会
、
守
礼
会
、
板
社
、
泰
山
香
会
な
ど
を
記

　
す
。
廟
の
祭
礼
に
つ
い
て
は
、
旗
田
魏
「
崩
の
祭
礼
を
中
心
と
す
る
押
合
村
落
の

　
会
一
河
北
省
順
義
県
垂
井
村
の
辮
五
音
1
」
小
林
弘
二
編
『
日
中
國
農
村
再
考
…

　
変
革
・
の
起
点
を
問
う
…
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
　
一
九
八
穴
　
参
照
。

⑥
高
梁
の
葉
の
採
取
に
つ
い
て
は
、
順
天
府
議
〇
九
「
道
光
二
十
七
年
三
月
具

　
状
商
人
安
士
傑
」

　
　
　
切
。
身
与
本
庄
徐
顕
公
認
経
管
青
苗
地
補
則
業
。
去
歳
六
月
、
因
雨
後
地
湿
、

　
　
　
苗
未
長
成
、
公
議
七
月
方
許
勢
打
苗
葉
。
惟
趙
起
不
服
議
約
。

　
圃
場
内
の
作
物
の
保
全
に
つ
い
て
は
、
順
天
府
一
コ
ニ
「
道
光
三
十
年
十
二
月

　
具
稟
挿
頭
陳
翫
具
等
」

　
　
　
切
。
奉
手
伝
、
権
福
永
控
看
脊
人
董
同
士
、
硬
欝
欝
兄
軋
損
地
内
禾
稼
、
将

　
　
　
伊
兄
権
福
栄
殴
傷
苦
情
一
案
、
訊
究
等
因
。

⑦
前
掲
『
民
商
菓
習
償
調
査
報
告
録
』
二
三
八
－
二
三
九
頁
。

⑧
　
順
天
府
二
二
八
「
同
治
六
年
八
月
　
具
呈
青
苗
首
購
人
段
奎
・
蒔
肥
・
李
兆
祥

　
・
劉
占
良
・
薄
興
・
劉
親
披
　
住
黒
塗
里
馬
各
庄
　
曹
瑞
生
・
張
傑
・
楊
恵
　
住

　
新
安
里
費
家
橋
等
庄
」

　
　
　
切
。
…
…
身
等
係
属
難
事
、
立
会
無
人
看
守
、
公
議
如
有
無
知
男
女
以
及
骸

　
　
　
童
、
赴
地
楡
醤
油
稼
、
送
会
議
罰
。
洋
本
月
初
一
日
、
有
東
馬
各
庄
李
劉
旋

　
　
　
卒
領
賑
永
洪
之
女
、
在
劉
徳
塾
地
内
拍
揚
簾
黍
、
各
蔵
籠
簾
之
内
、
彼
経
看

　
　
　
青
人
朱
環
・
劉
機
先
・
思
懸
置
傘
往
、
送
至
潮
内
、
等
身
等
乗
公
議
罰
。
…
…

⑨
順
天
府
二
一
五
「
道
光
七
年
七
月
具
状
職
員
朱
自
信
」

⑩
第
一
章
註
③
順
天
府
｝
四
〇
「
岡
治
十
年
七
月
具
呈
首
蕃
人
属
年
率
．
仇
文

　
儒
・
王
義
・
仇
文
興
」
参
照
。

　
　
順
天
府
二
〇
〇
「
嘉
慶
二
十
年
八
月
　
具
稟
和
楽
里
道
保
棚
立
年
」

　
　
　
切
。
身
住
居
五
登
記
、
有
本
庄
土
匪
王
士
魁
、
素
不
安
分
、
今
歳
僑
持
巡
青

　
　
　
苗
稼
、
騨
意
妄
為
、
論
難
枚
挙
。
…
…

⑪
順
天
府
一
六
三
「
道
光
二
四
年
九
月
義
訓
民
人
達
文
仲
」

⑫
順
天
府
＝
ハ
ニ
「
道
光
元
年
二
月
具
稟
民
人
斎
会
公
」

⑬
前
掲
旗
田
著
　
一
九
七
頁
、
二
〇
三
頁
、
二
〇
九
頁
。

⑭
順
天
府
一
二
七
「
道
光
二
十
五
年
八
月
具
呈
民
人
李
枝
幹
」

⑮
順
天
府
　
二
四
「
道
光
二
年
八
月
具
状
民
人
五
爵
」

　
　
　
切
。
身
庄
歴
年
秋
間
、
湿
地
私
傘
銭
、
雇
人
看
守
地
畝
禾
稼
、
以
防
蝕
窃
。

　
　
　
如
有
雲
失
禾
稼
之
家
、
椰
告
知
看
膏
人
、
与
管
青
照
堅
人
公
同
査
訪
楡
窃
之

　
　
　
人
、
心
経
申
出
、
論
議
罰
楡
窃
麗
人
。
如
査
不
出
究
係
何
人
、
看
脊
人
照
数

　
　
　
武
舞
議
明
。
如
是
其
来
曲
譜
。
…
…

⑯
順
天
至
心
〇
〇
「
道
光
二
五
年
九
月
臭
声
量
入
許
広
徳
」

　
　
　
…
…
身
経
管
京
都
工
部
匠
人
起
租
之
地
共
五
頃
、
孫
家
庄
佃
戸
分
目
一
頃
八

　
　
　
十
泓
、
毎
泓
揮
釈
三
合
、
入
山
家
庄
地
泓
猿
。
…
…
下
期
地
係
入
圏
子
庄
地
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清代の華北農村における青苗会について（小田）

　
　
　
賑
、
…
…
毎
藩
論
穣
一
升
。

　
ま
た
、
第
四
章
註
⑫
、
註
⑲
参
照
。

⑰
　
順
天
府
二
〇
〇
「
道
光
二
五
年
五
月
　
具
呈
民
人
許
広
徳
扁

　
　
　
切
。
　
：
・
：
・
A
フ
歳
伊
等
講
習
隙
訊
狼
二
十
一
γ
q
、
共
ム
ロ
蜘
冗
価
…
東
野
一
二
｝
臼
四
十
↓
ハ
昂

　
　
　
五
百
文
、
内
除
看
青
人
工
価
東
銭
一
百
吊
、
又
除
辮
青
黄
会
事
飯
銭
五
十
吊
、

　
　
　
下
余
銭
文
、
伊
等
呑
肥
。
並
不
交
郷
保
辮
差
。
…
…
計
器
、
陳
二
魚
鋤
守
貴
、

　
　
　
道
光
二
十
一
年
起
接
審
尋
薪
公
事
。
道
光
二
十
…
年
、
在
監
掻
根
五
十
二
石

　
　
　
五
斗
、
煮
％
市
司
茸
山
ハ
百
一
二
十
・
吊
、
　
除
着
二
日
酬
⊥
銭
一
百
吊
・
置
銭
五
山
一
吊
、
共
一
仔

　
　
　
銭
四
百
八
十
吊
、
此
銭
係
還
張
顕
公
欠
賑
。

⑱
　
順
天
府
｝
○
○
「
道
光
二
十
五
年
七
月
　
具
量
民
人
李
兆
起
」

　
　
　
切
。
身
前
門
向
歳
歳
経
管
青
苗
地
常
人
王
伸
・
呂
急
用
、
商
議
今
歳
大
秋
身

　
　
　
巡
看
青
苗
地
鼠
。
二
等
推
議
藤
葛
〔
允
〕
。
昨
於
本
月
初
八
日
、
身
至
本
庄

　
　
　
娘
娘
願
内
、
開
写
身
家
所
種
地
染
、
入
山
驚
公
販
。

⑲
順
天
府
二
〇
九
「
道
光
二
七
年
三
月
具
墨
職
員
安
士
傑
」

　
　
　
縁
。
本
意
公
等
管
理
青
麟
事
務
、
所
有
｝
切
篠
項
需
要
銭
文
、
倶
応
伊
等
先

　
　
　
行
難
曲
、
倹
秋
後
、
按
地
嵐
核
計
灘
還
。
…
…

⑳
第
一
章
註
③
順
天
府
ご
二
〇
「
道
光
圏
年
七
月
具
状
正
白
旗
人
馬
錦
」
参
照
。

⑳
　
瀬
天
府
＝
二
〇
「
道
光
四
年
七
月
　
具
状
旗
人
馬
鉱
　
民
人
楊
天
喜
・
史
九
・

　
翅
翼
才
」
次
の
事
例
も
、
薫
青
に
参
加
す
る
場
合
、
青
苗
地
賑
へ
の
登
録
と
青
苗

　
銭
の
支
払
い
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
順
天
府
一
一
毛
「
三
聖
務
本
里
豊
楽
鶴
翼
善
　
八
戸
庄
首
霊
智
張
従
礼
・
孫
匿

　
・
漏
玉
安
・
濤
玉
文
」

　
　
　
切
。
…
…
査
李
枝
盛
即
李
枝
管
、
伊
之
地
墨
、
向
不
入
青
苗
帳
、
亦
不
出
地

　
　
　
畝
青
銭
。
身
等
確
切
懸
明
。
季
縮
瞳
地
内
簾
子
、
未
芸
失
一
穂
、
実
係
与
伊

　
　
　
影
度
伊
胞
姪
李
狗
割
去
。
現
有
伊
左
隣
聡
察
山
面
見
可
証
。

⑫
　
註
⑮
、
詮
⑳
参
照
。

＠
　
順
天
府
一
〇
三
「
同
治
三
年
七
月
　
具
贔
民
人
方
永
安
」

⑭
　
順
天
府
九
八
「
道
光
二
年
八
月
　
具
稟
騒
婦
劉
孟
氏
」

⑮
　
註
⑯
参
照
。

⑯
　
順
天
府
九
八
「
道
光
二
年
八
月
　
具
稟
晟
人
張
万
良
　
住
好
豊
里
小
禽
各
庄

　
王
国
・
慰
謝
謂
　
住
大
面
土
庄
」
註
⑭
も
看
晋
人
が
盗
難
の
賠
償
を
し
て
い
る
事

　
例
で
あ
る
。

⑳
註
⑧
参
照
。

⑱
　
順
天
府
＝
二
二
「
道
光
六
年
七
月
　
呉
昆
民
人
王
玉
上
」

　
　
村
廟
で
の
処
罰
の
事
例
と
し
て
は
、
順
天
日
南
三
一
「
岡
治
八
年
九
月
　
具
呈

　
民
人
楊
応
富
」

　
　
　
切
。
…
…
身
工
人
方
均
相
、
心
地
看
守
綿
花
、
至
初
更
時
分
、
有
揚
庄
揚
応

　
　
　
美
、
楡
身
地
内
綿
花
、
被
身
工
人
方
均
相
謹
直
、
将
綿
花
交
与
、
齎
青
人
朱

　
　
　
起
祥
艦
影
膿
丙
、
与
青
山
会
首
楊
応
堂
、
宗
徳
本
議
罰
。

⑳
　
順
天
府
二
　
○
「
道
光
十
八
年
八
月
　
具
呈
民
人
野
栄
五
」

　
　
　
情
縁
。
身
嘉
承
面
河
套
地
内
、
有
已
梱
稀
糖
四
十
五
佃
。
於
本
月
初
九
日
、

　
　
　
身
子
張
立
薄
地
拉
運
、
見
稀
穆
短
少
二
十
五
個
。
身
子
皆
知
経
管
著
苗
地
鉱

　
　
　
入
趙
旭
東
・
張
慕
韓
、
伊
等
着
身
子
熊
看
青
人
高
義
亭
査
訥
、
身
子
随
即
挨

　
　
　
高
義
亭
詞
問
．
伊
直
認
不
穏
、
口
称
嫌
少
。
身
子
孫
其
理
論
、
静
勢
欲
逞

　
　
　
兇
、
身
子
隠
忍
回
家
。
不
料
炉
燕
岳
成
怒
不
休
、
三
幅
伊
手
持
石
塊
、
同
伊

　
　
　
妻
技
至
身
家
託
頼
逞
乃
。
…
…
身
塁
塞
即
欲
赴
案
面
懸
、
玉
繭
事
人
趙
旭
東

　
　
　
等
勧
阻
、
云
称
定
着
高
義
亭
照
原
数
心
嚢
慈
童
、
又
胞
叔
於
是
日
病
故
、
是

　
　
　
以
未
良
案
具
控
。
塁
審
高
義
亭
呈
無
干
証
、
反
行
雲
控
、
弦
奉
票
伝
、
理
合

　
　
　
訴
明
。
…
…

　
こ
の
事
例
で
は
、
齎
青
人
が
賠
償
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
訴
訟
に
及
ん

　
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
経
管
青
苗
地
献
人
が
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。

⑳
　
順
天
府
＝
一
四
「
道
光
年
間
　
具
呈
畏
人
劉
福
」

⑳
順
天
府
二
二
八
「
同
治
六
年
八
月
具
呈
腎
苗
首
無
人
陵
禁
・
田
禄
・
李
兆
祥

　
・
劉
占
良
・
蕊
取
・
劉
徳
新
　
倥
尚
節
里
馬
各
回
　
警
瑞
生
・
張
傑
・
揚
恵
　
住
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新
安
里
轡
家
隷
等
庄
」

⑳
　
次
の
談
叢
も
、
経
管
青
苗
地
際
入
の
側
か
ら
賠
償
に
悠
じ
な
い
農
民
を
訴
え
た

　
も
の
で
あ
る
。
順
天
府
一
二
九
「
道
光
四
年
七
月
　
具
状
人
朱
樹
身
・
劉
美
忠
・

　
田
沢
安
．
李
国
光
・
周
会
費
・
王
茂
庭
・
林
野
鵬
　
住
興
掛
盤
八
門
城
」

　
　
切
。
曝
露
劉
漢
籍
同
割
伊
地
響
稼
、
為
由
卒
領
伊
族
人
劉
俊
・
劉
順
・
劉
国

　
　
安
・
劉
四
・
劉
圃
坐
、
船
赴
黙
行
楡
窃
。
伊
等
於
本
月
初
七
日
、
楡
割
身
周

会
三
地
内
高
線
、
経
身
弟
周
連
順
齎
見
理
阻
、
伊
等
持
匪
、
　
不
説
情
理
。

…
…
身
為
係
経
管
青
苗
地
響
人
、
随
摺
身
等
向
劉
漢
理
講
議
賠
、
伊
不
倶
不

認
賠
還
、
反
手
持
鎌
刀
、
在
窯
場
罵
上
等
経
管
皆
苗
地
三
人
。
甲
声
称
如
今

週
補
所
豊
津
稼
、
伊
等
朴
直
身
等
排
二
等
語
。
身
等
情
実
難
甘
、
叩
乞
仁
天

太
老
爺
、
傭
横
撃
拘
誤
認
、
以
懲
匪
悪
、
以
安
農
黎
、
実
為
徳
便
、
上
稟
。
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三
　
青
苗
会
を
構
成
す
る
農
民

　
表
書
は
青
苗
会
の
会
首
・
首
優
人
及
び
心
血
に
参
加
し
た
農
民
の
耕
作
規
模
と
経
営
形
態
に
つ
い
て
の
情
報
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
表

H
に
示
し
た
土
地
（
所
有
地
或
い
は
小
作
地
）
の
広
さ
は
、
あ
る
庄
の
青
苗
圏
内
で
看
青
に
参
加
し
た
耕
作
地
の
面
積
で
あ
り
、
経
営
の
総
面
積
を

正
確
に
反
映
し
て
い
な
い
場
合
も
有
り
得
る
が
、
農
民
層
の
一
定
の
傾
向
を
表
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
表
H
を
見
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
農
民
層
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
に
、
百
五
十
泓
前
後
か
ら
三
百
泓
と
い
う
規
模
の
大
き
な
耕
作
地
を
持
つ
農
家
で
あ
る
（
4
・
1
0
・
1
2
）
。
4
の
事
例
は
不
明
で
あ
る
が
、

10

E
1
2
で
は
耕
作
地
は
自
家
経
営
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。
1
0
の
王
文
黄
は
期
生
、
1
2
の
王
景
周
は
文
童
で
、
と
も
に
学
生
の
資
格
を
保

持
し
て
い
る
が
、
耕
作
過
程
か
ら
遊
離
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
王
文
黄
は
道
俗
里
南
走
査
に
あ
る
畑
か
ら
麦
子
半
期
分
を
盗
ま
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

南
砂
庄
の
看
青
人
を
訴
え
て
い
る
。
ま
た
出
監
周
は
、
「
身
の
家
の
地
畝
、
年
に
按
じ
て
倶
に
已
に
青
苗
圏
内
に
寒
入
し
、
塁
塞
に
随
い
て
泓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
按
じ
て
差
銭
を
灘
給
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
い
ず
れ
も
作
物
の
管
理
に
関
与
し
て
い
た
。

　
足
立
啓
二
氏
は
乾
隆
年
間
の
山
東
省
に
お
い
て
、
数
百
臥
の
経
営
地
を
黎
戸
と
呼
ば
れ
る
請
負
農
と
重
工
を
指
揮
監
督
し
て
耕
作
す
る
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
③

体
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
p
・
フ
ォ
ン
氏
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
河
北
・
山
東
平
原
地
帯
に
お
い
て
、
数
人
の
雇
用
労
働
者
を
使
用
し
て
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

泓
か
ら
二
百
泓
の
土
地
を
経
営
す
る
農
家
層
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
じ
一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て
無
垢
県
下
で
行
な
わ
れ
た
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農
村
調
査
で
は
、
「
雇
用
労
働
者
〔
の
使
用
〕
に

よ
る
自
作
農
」
の
平
均
耕
作
地
面
積
を
コ
ニ
四
・

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

六
泓
と
報
告
し
て
い
る
。
百
泓
程
度
か
ら
二
、
三

百
私
と
い
う
耕
作
規
模
は
、
華
北
農
村
に
お
い
て

は
自
家
経
営
し
う
る
範
囲
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。　

百
泓
前
後
の
経
営
農
の
事
例
と
し
て
監
生
張
丁

霊
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
興
保
里
黄
庄
に
住
む

監
生
張
殿
衡
は
、
北
三
子
沽
庄
に
九
十
余
泓
の
土

地
を
所
有
し
て
い
た
。
こ
の
土
地
は
「
該
庄
〔
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ

鱈
子
沽
庄
〕
の
各
佃
丙
種
し
、
生
〔
張
殿
衡
〕
の

家
と
分
抽
す
」
と
分
種
経
営
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

分
譲
の
具
体
的
な
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
張
殿

衡
は
「
催
工
」
干
套
を
指
揮
し
て
草
刈
り
と
家
畜

の
放
牧
を
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
「
催
工
」
子
套
が

北
李
子
清
庄
の
看
青
人
と
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
た

際
に
は
、
北
拍
子
夢
路
の
青
苗
会
と
交
渉
し
て
い

⑥る
。
張
殿
衡
の
事
例
は
雇
用
労
働
者
を
使
用
し
た

自
営
農
的
色
彩
の
強
い
分
種
経
営
で
あ
る
。

〈表H＞　青苗会を構成する農民

名 前 居　住　地 土地1）及び経鴬（所在地） 1日時服電路・）

○会首・首事人

1．馬歩瀬（生員）

2．劉恭

3．安士傑

4．張義照

5．孫福仲

○農民

6．曹天錫

7．ヨ三謹

8．張ヨ診

9．張振基

10．王文黄（監生）

11，表文宝

12．王景周（文童）

13．農会儒

14．楊応冨

好礼里火蘭各庄

好礼黒大照各庄

置引里馬家事

新得里講頭庄

和楽里馬営庄

好礼物荘頭庄

和三里橋頭庄

居仁黒西河日庄

居仁里西河口庄

厚俗里漏一思

興保里酪子沽庄

城内

尚節里郵家鼠庄

徳義里当家舗方庄

「工人」を使う

「種土也35葭ム」

「種地150泓」

「躍工人」を使う

「躍工」2人を使う

「承種……地11畝」（五頭庄）

「地1段3α私」（黒狼口庄）

「租」也20直ム」

「農地3頃有余」（南劉庄）

「地2写生」（子家黒道の東）

「種地1頃40余直ム」

（嘉善黒堅庄と張各庇の41カ所に
分散）

「地13泓」

「工人」を使う

道光　2／8

道光　2／8

道光　27／3

同治　7／8

同治　8／9

嘉慶20／8

道光　3／5

道光　25／8

道光　30／8

成豊　7／8

同治　　1／8

同治　5／7

岡治　7／7

同治　8／9

98

98

209

158

229

122

126

127

131

137

140

141

141

231

1）鱈青に参加した青苗圏内に所在する耕作地面積である。

2）　r順天府福二』の包号を示す。典拠とした訴状の提出者は以下の通り。工．「具稟旗人張盛公

　・民人陳君仲」　2．同前　3．「具是職員安士傑」　4．r呉暴論窮属人張義照」　5．「具暴首長

　民人単記亮・何有罷・従士梢」　6．「具稟民人曹星斗」　7．r異状畏入王設」　8．「具呈民人

　張玉珍」　9．「具呈民国張振基」　10．「具学長鱗民人張芝玉・張玉生・田万倉」　11．「具呈

　民人王文宝・青苗圏首事罠人王文方・二士年・孫青山・王得功・王兆慶・孫王・張士勲・二大

　成・王興信・王宗還・孫福元・呉興・剣士奇」　12．「具墨文童王景周」　13．「具呈民人郵会

　儒」　14。「具量属人楊山窟」
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一
方
、
表
1
に
お
い
て
2
・
5
・
6
・
1
4
の
農
民
は
雇
用
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
。
羅
掃
・
宮
号
両
氏
は
、
光
緒
年
間
の
山
東
省
全
域
一

九
一
村
の
階
級
構
成
の
考
察
に
お
い
て
、
一
～
三
人
の
長
工
を
使
用
す
る
経
営
を
「
富
農
」
と
区
分
し
、
章
吟
醸
東
畑
硫
村
の
考
察
で
は
こ
れ

．
を
三
＋
泓
～
六
＋
畝
の
「
占
有
地
」
を
持
つ
襲
と
し
て
い
勉
ま
た
柏
藤
氏
は
・
二
＋
世
紀
初
頭
の
河
北
省
平
原
地
帯
で
は
・
「
中
農
層

以
上
の
富
裕
三
戸
」
は
家
族
労
働
に
加
え
て
、
臨
時
雇
い
（
短
工
）
或
い
は
常
雇
い
（
愚
拙
）
の
雇
用
労
働
力
を
必
要
と
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い

　
⑧る

。
表
豆
の
な
か
で
雇
用
用
労
働
者
を
使
用
す
る
事
例
は
、
こ
う
し
た
農
家
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ま
ず
百
畝
乃
至
は
そ
れ
以
上
の
耕
作
地
を
持
つ
経
営
農
、
或
い
は
雇
用
労
働
者
を
使
用
す
る
農
家
が
認
め
ら
れ
る
。

　
第
二
は
、
三
十
畝
前
後
の
経
鴬
規
模
の
農
民
で
あ
る
（
3
・
8
・
9
）
。
こ
れ
ら
は
、
家
族
労
働
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
耕
作
規
模
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

例
え
ば
李
三
謀
氏
は
乾
隆
年
間
に
お
け
る
華
北
の
「
自
作
農
」
一
戸
の
可
耕
面
積
を
三
十
畝
と
し
て
い
る
。
十
九
世
紀
の
直
隷
省
平
原
地
帯
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

お
け
る
家
族
農
民
の
再
生
産
規
模
は
三
十
畝
か
ら
五
十
畝
で
あ
っ
た
。

　
家
族
経
営
規
模
の
農
家
の
事
例
と
し
て
、
尚
節
甘
薯
家
蚕
の
農
民
張
進
禄
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
張
番
禄
は
、
心
事
人
王
露
髄
を
、
「
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
　
　
　
　
　
も
ち

懸
口
の
事
実
一
頭
、
年
半
の
小
草
騒
駒
一
頭
、
…
…
繋
駕
内
の
鋤
二
張
、
鏑
一
張
を
掌
去
れ
り
」
と
訴
え
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
王
里
謡
は
、

張
進
禄
が
「
聖
地
三
十
瓢
」
を
持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
罵
倒
」
（
差
衝
、
地
方
政
府
が
経
費
の
不
足
分
と
し
て
微
比
す
る
負
担
）
を
支
払
わ
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

反
訴
し
て
い
る
。
張
進
禄
は
家
畜
二
頭
と
農
具
を
備
え
差
徹
を
負
担
す
る
農
民
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
和
楽
里
賞
家
庄
の
寡
婦
劉
劉
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
、
夫
の
死
後
「
交
租
地
七
段
三
十
七
畝
」
を
族
叔
・
族
弟
・
堂
叔
な
ど
夫
の
同
族
四
人
と
分
漏
し
て
い
る
。
こ
れ
は
同
族
の
男
子
労
働
力
を

利
用
し
た
耕
作
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
三
は
、
十
泓
前
後
或
い
は
そ
れ
以
下
の
経
営
地
し
か
持
た
な
い
農
民
で
あ
る
（
7
・
1
1
・
1
3
）
。
彼
ら
は
経
営
地
の
耕
作
に
加
え
て
、
何
ら

か
の
生
計
の
補
旗
手
段
が
必
要
だ
っ
た
。

　
光
弾
年
間
の
山
東
省
一
四
一
力
村
に
お
け
る
、
短
期
の
土
地
保
有
と
副
業
の
状
況
に
関
す
る
羅
裾
・
鴬
野
琉
の
調
査
に
よ
れ
ぽ
、
「
保
有
地
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
二
十
畝
以
下
に
な
る
と
行
商
・
運
輸
労
働
な
ど
の
副
業
が
必
要
と
な
り
、
十
畝
以
下
で
は
そ
の
傾
向
が
著
し
く
な
る
。
ま
た
、
長
上
・
短
工

84　（84）
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の
麗
用
労
働
者
は
、
農
村
に
お
け
る
零
細
経
営
の
一
転
化
形
態
で
あ
る
が
、
経
営
規
模
が
十
畝
以
下
に
な
る
と
耕
作
農
民
と
し
て
の
実
体
を
喪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

失
し
て
、
副
業
従
事
者
、
雇
用
労
働
者
と
し
て
の
性
格
を
強
め
る
と
み
ら
れ
る
。

　
表
1
に
お
い
て
、
王
誤
（
7
）
の
耕
作
地
は
十
一
畝
、
郵
会
儒
（
1
3
）
は
十
三
泓
で
、
彼
ら
は
副
業
を
と
も
な
い
つ
つ
も
、
辛
う
じ
て
自
己
経
営

地
の
耕
作
に
依
存
し
得
る
農
民
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
青
苗
会
を
構
成
し
た
農
民
の
耕
作
規
模
と
経
営
形
態
を
提
示
し
た
。
看
青
の
活
動
に
は
、
経
営
農
と
家
族
農
民
を

含
め
た
多
様
な
耕
作
規
模
の
農
民
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
農
民
の
な
か
で
、
看
青
の
活
動
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
ど
の
階
層
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
一
度
表
1
を
見
て
み
よ

う
。
会
首
・
黒
鳥
人
は
、
第
一
・
第
二
の
農
民
層
一
雇
用
労
働
者
を
使
用
す
る
比
較
的
裕
福
な
家
族
農
民
及
び
百
瓢
以
上
の
土
地
を
経
営
す

る
農
家
、
或
い
は
家
族
労
働
力
に
よ
り
再
生
産
可
能
な
経
営
規
模
の
農
民
で
あ
る
。
ま
た
器
皿
全
体
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
農
民
層
が
多
数

を
占
め
て
い
る
。
農
村
に
お
い
て
青
苗
会
の
活
動
を
必
要
と
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
安
定
的
な
農
民
層
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
こ
の
こ
と
は
、
作
物
の
盗
難
が
農
村
の
貧
困
な
人
々
に
よ
っ
て
発
生
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
看
青
の
活
動
は
経
営
地
の
耕
作
に
依
拠
し
て
再

生
産
し
う
る
階
層
の
利
害
を
体
現
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
知
り
得
る
。

　
例
え
ば
、
尚
節
里
並
王
店
庄
の
劉
発
は
、
収
穫
後
の
畑
で
玉
蜀
黍
八
個
を
拾
い
、
首
怪
人
か
ら
罰
金
十
五
吊
を
科
さ
れ
、
さ
ら
に
巡
青
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
ま
ず
し

首
世
人
に
よ
っ
て
、
自
家
の
穀
物
や
金
銭
を
持
ち
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
劉
発
は
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。
「
身
実
に
家
寒
く
身
を
措
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
か
せ
ぎ

難
し
。
…
…
〔
巡
青
人
と
首
愚
人
は
〕
身
の
家
の
羅
塾
せ
し
嵩
高
穣
四
斗
を
将
て
誓
書
す
。
又
身
の
三
星
に
揮
来
し
工
銭
四
吊
四
百
五
十
文
、

わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

身
の
妻
の
陸
続
と
し
て
単
二
せ
し
遺
穂
一
平
芝
を
将
て
全
て
槍
去
を
行
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
家
食
無
き
を
致
す
」
。
劉
発
一
家
は
　
「
工
銭
」
（
雇
用
労
働
に

よ
る
賃
金
）
と
落
穂
拾
い
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
す
る
貧
困
な
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
首
事
人
は
彼
が
畑
で
玉
蜀
黍
を
拾
っ
た
行
動

を
、
「
盗
み
」
と
し
て
罰
し
て
い
る
。

　
ま
た
和
楽
里
馬
営
庄
で
は
、
単
王
民
が
娘
を
連
れ
て
摘
み
残
さ
れ
た
玉
蜀
黍
十
六
個
を
採
取
し
看
青
人
に
捕
え
ら
れ
た
。
首
傭
人
の
単
士
亮
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は
「
単
王
氏
は
鼠
落
の
玉
黍
を
勢
寓
す
る
に
係
り
、
未
だ
多
く
罰
す
る
に
忍
び
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
単
王
氏
は
期
限
が
き
て
も
罰
金
八
吊
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

支
払
う
こ
と
が
で
き
ず
、
四
脚
に
減
額
し
て
く
れ
る
よ
う
懇
願
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
金
鎖
の
活
動
が
、
収
穫
後
の
落
穂
拾
い
や
作

物
の
採
取
に
依
存
す
る
必
要
の
な
い
、
耕
作
農
民
と
し
て
の
実
質
を
備
え
た
階
層
の
利
益
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
農
村
に
お
い
て
看
青
の
活
動
を
必
要
と
し
た
の
は
、
経
営
地
に
よ
り
再
生
産
し
う
る
家
族
農
民
及
び
雇
用
労
働
者
を
使
用

す
る
農
民
、
百
泓
以
上
の
経
営
農
な
ど
で
あ
っ
た
。
華
北
農
村
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
安
定
的
な
小
農
民
層
と
自
家
経
営
層
を
中
核
と
し
て
青
苗

会
は
組
織
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
　
順
天
府
＝
　
一
七
「
威
豊
七
年
八
月
　
粛
呈
難
事
民
人
海
霧
玉
．
張
玉
生
・
田
方

　
倉
」

　
　
切
。
監
生
王
文
質
、
呈
控
矯
青
人
康
瑞
文
身
等
軸
不
認
賠
伊
芸
失
禾
穂
等
情

　
　
　
㎜
詞
、
現
蒙
批
示
、
飾
査
愚
案
、
身
等
理
合
訴
明
。
情
縁
。
王
文
広
在
身
等

　
　
　
圏
内
種
地
竺
頃
有
余
、
身
等
閤
庄
僅
在
伊
圏
霊
地
二
十
余
鉱
、
向
州
旧
章
、

　
　
　
彼
此
均
不
出
看
地
青
銭
、
亦
不
随
同
情
理
各
駅
、
蜘
豊
山
久
。
…
…

②
順
天
府
二
　
三
「
同
治
五
年
八
月
具
密
旨
君
王
景
周
」

③
　
足
立
啓
二
「
清
代
華
北
の
農
業
経
嘗
と
社
会
構
造
」
『
史
林
賑
六
四
－
四
　
㎜

　
九
八
一
。

④
　
前
掲
類
轟
口
σ
q
著
。
冨
や
合
。
。
」
ゆ
．

⑤
　
満
鉄
翼
翼
地
区
農
村
実
態
調
査
班
『
翼
東
地
区
内
農
村
産
業
特
別
調
査
報
告

　
書
』
「
宝
抵
県
に
於
け
る
土
布
工
業
」
一
九
三
六
。

⑥
順
天
府
｝
〇
二
「
威
豊
七
年
八
月
具
呈
朧
生
張
殿
衡
」

　
　
　
切
。
享
有
祖
遺
興
部
北
三
子
下
庄
民
地
九
十
余
泓
。
該
庄
各
畑
分
種
、
与
生

　
　
　
本
分
抽
。
本
道
光
三
十
年
盃
今
連
年
災
緻
、
永
未
分
拙
。
今
歳
稽
有
晩
団
、

　
　
　
尚
未
成
熟
、
生
着
躍
工
干
套
等
赴
車
母
地
、
割
草
焼
用
、
隈
養
牲
口
。
適
遇

　
　
　
北
李
子
沽
庄
着
青
人
劉
永
会
・
費
二
、
出
生
車
馬
硬
蟹
伊
庄
、
交
入
普
苗
会

　
　
　
中
。
…
…

⑦
羅
掃
・
景
甦
『
山
東
経
営
地
主
経
済
研
究
』
第
八
章
斉
購
書
社
｝
九
八
四
。

⑧
柏
祐
賢
『
北
支
の
農
業
経
済
社
会
1
そ
の
構
造
と
展
關
』
（
著
作
集
一
｝
）
｝
七

　
～
二
三
頁
京
都
産
業
大
学
出
版
会
　
一
九
八
五
。

⑨
　
李
三
態
「
清
代
北
方
農
地
利
用
的
特
点
」
『
中
国
社
会
経
済
史
研
究
』
（
贋
門
大

　
学
）
一
九
八
八
一
三
。

⑩
拙
稿
「
寒
蘭
華
北
に
お
け
る
直
接
生
産
者
の
一
側
阪
1
民
間
宗
教
の
伝
播
か
ら

　
み
た
農
村
社
会
」
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
＝
二
　
」
九
八
八
。

⑪
　
順
天
府
一
＝
ハ
「
威
豊
四
年
四
月
　
具
皇
民
人
張
進
禄
」

　
　
順
天
府
一
　
六
「
威
豊
四
年
四
月
　
呉
呈
民
入
王
君
恒
」

　
　
　
情
縁
。
身
庄
差
務
、
向
按
厘
股
灘
辮
、
自
虫
歳
遵
奉
明
示
、
閤
庄
公
議
、
按

　
　
　
地
霧
差
、
惟
甲
張
卵
巣
露
地
三
十
畝
、
分
文
不
出
、
護
憲
麺
欠
、
有
辮
公
賑

　
　
　
簿
可
冤
。

⑫
順
天
府
一
〇
三
「
同
治
二
年
九
月
具
呈
属
嫌
婦
劉
劉
氏
」

　
　
　
…
…
氏
故
町
有
応
分
交
稲
置
七
段
三
十
七
泓
、
坐
落
本
庄
西
北
等
処
、
又
小

　
　
　
園
地
一
段
辛
辛
。
…
…
氏
将
各
地
尊
墨
族
叔
憂
目
仕
・
劉
文
発
・
族
弟
劉
毛

　
　
　
児
・
堂
叔
劉
文
伸
等
分
種
。

⑩
前
掲
羅
裾
・
景
野
史
第
七
章
。

⑭
　
前
掲
拙
稿
。
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⑮
例
え
ば
、
順
天
府
コ
ニ
○
「
道
光
四
年
七
月
具
状
民
人
馬
脚
斎
・
張
振
生
・

　
張
天
如
」

　
　
縁
。
今
歳
秋
成
、
馬
鉱
等
経
管
菅
苗
地
泓
、
耀
人
看
守
禾
稼
。
…
：
・
馬
錦
所

　
　
種
之
地
、
…
…
伊
地
内
藻
黍
蚕
失
、
原
意
貧
難
婦
女
及
弦
蛮
椚
採
携
。
伊
疑

　
　
馬
鉱
買
置
唆
楡
窃
、
以
致
互
相
等
控
。

⑯
　
順
天
府
＝
二
七
「
威
豊
五
年
八
月
　
具
呈
民
人
劉
発
」

　
　
…
…
身
在
地
拾
集
遣
下
小
玉
黍
八
個
、
被
巡
青
人
李
茂
春
看
晃
、
将
身
送
至

　
　
本
庄
痴
夢
。
経
首
詫
人
李
文
壇
罰
身
東
銭
十
五
吊
。
着
実
下
家
寒
難
措
身
、

　
　
　
又
非
楡
窃
。
不
意
巡
青
人
李
茂
春
・
王
文
義
、
同
首
親
人
申
文
伴
、
将
身
家

　
　
羅
買
紅
高
線
照
斗
鎗
虫
、
又
将
身
零
星
橡
来
工
銭
四
吊
四
百
五
十
文
、
身
妻

　
　
陸
続
換
拾
遺
穂
一
平
筐
、
全
行
槍
去
、
致
一
家
詩
眼
。

⑰
順
天
府
二
二
九
「
同
治
八
年
九
月
呉
呈
首
購
民
人
単
±
亮
・
何
有
龍
・
単
士

　
相
」

　
　
緑
。
…
…
八
月
初
三
日
、
有
本
庄
単
王
氏
領
同
小
女
謬
論
、
将
遺
落
玉
黍
勢

　
　
去
十
六
個
、
当
経
巡
青
人
品
等
、
向
酋
購
孫
福
仲
告
知
、
随
経
孫
福
仲
遽
集
、

　
　
身
等
議
…
割
。
柚
共
島
田
禍
難
日
羽
罰
机
銭
十
善
㎝
巾
、
身
等
m
囚
単
王
氏
係
勢
拾
遺
落
玉

　
　
黍
、
来
忍
多
罰
。
是
以
野
並
八
端
。
単
王
氏
向
身
等
言
明
彼
晴
無
銭
、
応
許

　
　
　
九
月
二
十
六
臼
海
鞘
、
身
等
応
允
。
昨
屑
交
銭
之
期
、
単
王
氏
因
家
寒
、
復

　
　
向
孫
福
仲
翻
身
等
、
娩
拙
論
懇
、
…
…
身
等
因
伊
哀
求
、
遂
着
伊
交
銭
四
吊
。

四
膏
苗
会
の
領
域

代の華北農村における青苗会について（小田）

ω
　
青
苗
会
が
成
立
す
る
範
囲
一
「
庄
」
1

　
青
苗
会
が
行
な
う
作
物
監
視
の
活
動
は
、
青
苗
地
維
に
記
入
さ
れ
た
農
民
の
耕
作
地
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
、
青
苗
圏
と
い
う
監
視
の
領
域
を

形
成
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が

　
青
苗
会
が
結
成
さ
れ
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
先
に
「
身
庄
、
秋
成
の
際
に
届
く
毎
に
、
青
苗
の
地
規
を
公
立
す
」
「
身
庄
、
歴
年
の
秋
間
に

お
い
て
…
…
人
を
雇
い
て
地
畝
の
禾
稼
を
看
守
せ
し
む
」
と
あ
っ
た
。
青
苗
会
と
看
青
が
「
庄
戸
に
お
い
て
組
織
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
庄
」
と
は
襲
村
の
い
か
な
る
領
域
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
宝
砥
県
心
房
福
案
の
訴
訟
文
書
の
冒
頭
に
は
、
必
ず
呈
状
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

い
は
訴
状
を
差
し
出
し
た
者
の
名
前
と
年
令
、
そ
の
言
下
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
住
肚
に
は
「
好
礼
里
大
書
寒
詣
」
な
ど
と
あ
り
、
「
庄
」

は
「
里
」
の
下
に
あ
る
区
画
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
「
里
」
と
「
庄
」
は
、
十
九
世
紀
の
宝
抵
県
に
お
け
る
在
地
の
統
治
に
あ
っ
て
、
実
際
に
機
能
し
て
い
た
行
政
区
画
で
あ
る
。
雷
門
県
下
の
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①

「
里
」
は
、
税
糧
の
徴
収
及
び
治
安
管
理
の
た
め
の
行
政
単
位
と
な
っ
て
お
り
、
各
里
に
は
一
名
か
ら
数
名
の
「
郷
保
」
が
置
か
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

そ
の
役
目
は
「
郷
保
の
一
役
、
地
方
を
稽
察
し
租
糧
を
承
催
す
る
の
責
有
り
扁
と
さ
れ
、
就
任
と
交
代
の
際
に
は
知
県
へ
稟
文
を
提
出
し
知
県

　
　
　
　
　
　
③

の
承
認
を
受
け
た
。
ま
た
「
庄
」
に
は
「
旗
頭
」
（
牌
は
保
甲
制
の
最
末
端
単
位
で
、
制
度
的
に
は
十
戸
と
さ
れ
る
）
と
「
霊
長
」
（
甲
は
十
牌
で
編
成
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
る
単
位
）
が
置
か
れ
て
い
た
。
牌
頭
と
甲
長
は
、
「
戸
口
の
稽
査
」
及
び
邪
教
の
摘
発
な
ど
農
村
に
お
け
る
治
安
維
持
の
役
目
に
あ
た
り
、
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

案
が
発
生
し
た
場
合
、
郷
保
を
扶
け
て
事
件
の
詳
細
を
県
政
府
に
報
告
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
「
庄
」
は
、
牌
頭
・
甲
長
が

活
動
す
る
在
地
の
領
域
で
あ
り
、
宝
抵
県
に
お
け
る
治
安
行
政
の
末
端
区
画
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
「
庄
」
と
自
然
聚
落
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
乾
窪
田
年
刊
『
宝

低
県
志
』
巻
六
郷
閥
に
は
、
在
地
農
村
の
行
政
区
画
（
四
郷
、
二
十
里
、
四
十
五
保
、
九
百
十
荘
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
刑
房
累
累
に
記
さ
れ
た

「
里
」
の
名
称
は
、
『
二
進
』
が
記
載
す
る
「
里
」
の
な
か
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『
県
志
』
が
記
す
「
荘
」
は
、
牌
甲
の
編
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
沿
っ
て
記
載
さ
れ
た
も
の
で
、
保
甲
制
の
末
端
区
画
を
示
し
て
い
る
。
走
査
福
案
の
「
庄
」
の
名
称
も
こ
の
「
荘
」
の
な
か
に
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き
、
「
荘
」
は
「
庄
」
と
対
応
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
県
志
』
の
記
載
で
は
、
　
一
つ
の
「
保
」
（
十
甲
で
編
成
さ
れ
る
保
甲
鋼
の
単
位
で
、
制
度
的
に
は
千
戸
）
は
十
か
ら
四
十
の
「
荘
」
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
。
「
保
」
と
の
対
応
関
係
か
ら
見
た
場
合
、
「
荘
」
の
実
体
は
百
戸
か
ら
数
十
戸
の
単
位
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
荘
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
規
模
は
、
二
十
世
紀
初
頭
の
農
村
調
査
が
報
告
す
る
「
村
落
」
の
戸
数
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
「
庄
」
を
構
成
し
た
聚
落
も
こ
れ
に
準
じ

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
庄
」
は
治
安
行
政
の
末
端
と
し
て
県
政
府
が
捕
捉
し
た
農
村
の
領
域
で
あ
っ
た
。
実
体
と
し
て
は
、
数
十
戸
か
ら
百
戸

程
度
の
単
位
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
青
苗
会
と
看
青
の
協
同
行
動
は
、
ま
ず
こ
の
「
庄
」
の
範
囲
に
お
い
て
組
織
さ
れ
た
。
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②
　
青
苗
会
が
成
立
す
る
範
囲
1
「
庄
」
を
越
え
る
結
合
一

清代の華北農村における青苗会について（小田）

　
作
物
監
視
の
範
囲
は
庄
を
基
本
と
し
て
い
た
が
、
農
民
の
居
住
と
耕
作
地
の
配
置
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
一
つ
の
庄
に
限
定
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
一
つ
の
庄
の
な
か
が
複
数
の
看
青
の
区
域
に
分
か
れ
て
い
た
場
合
が
あ
り
、
ま
た
逆
に
数
個
の
庄
が
一
つ
の
青
苗
会
を
組
織
す
る
場
合
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が

つ
た
。
例
え
ば
、
道
光
二
十
五
年
五
月
、
得
義
里
漁
家
舗
庄
は
「
身
庄
の
四
体
の
地
乗
、
合
し
て
一
首
と
為
す
」
と
、
従
来
庄
の
な
か
に
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が

し
た
四
つ
の
脊
苗
圏
を
一
圏
と
し
て
い
る
。
同
治
五
年
七
月
、
嘉
善
里
堅
庄
で
は
「
身
庄
、
張
各
庄
と
と
も
に
両
庄
青
苗
圏
を
公
立
す
」
と
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

庄
で
一
つ
の
青
苗
圏
を
形
成
し
て
い
た
。

　
青
苗
圏
が
組
織
さ
れ
る
範
囲
或
い
は
着
膏
の
活
動
は
、
し
ぼ
し
ぼ
庄
を
越
え
て
現
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
嘉
慶
十
七
年
八
月
付
け
の
訴
状
は
、

好
心
里
の
小
藍
鼠
庄
・
左
近
庄
と
務
本
里
の
毒
虫
庄
・
千
仏
頂
庄
の
四
体
が
一
つ
の
青
苗
会
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
「
今
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
ら

の
秋
成
に
お
い
て
、
原
よ
り
千
仏
頂
庄
、
身
等
温
藍
各
庄
・
駅
家
庄
・
悪
馬
庄
と
四
縫
帯
に
青
苗
一
会
を
立
つ
る
に
係
る
。
…
…
身
等
三
庄
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
ら
い
　
　
　
　
⑩

千
仏
頂
面
を
旧
離
る
る
こ
と
三
四
里
不
等
な
る
有
り
」
。
こ
の
青
苗
会
は
異
な
る
里
と
庄
に
わ
た
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
な
か
の
二
藍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が

下
庄
・
母
家
庄
・
庄
家
庄
の
三
庄
は
、
道
光
四
年
四
月
に
至
っ
て
も
な
お
一
つ
の
青
苗
会
を
形
成
し
て
い
た
。
　
「
身
庄
〔
小
藍
各
回
〕
、
苑
家

　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

庄
・
左
家
庄
と
公
同
に
議
し
て
青
苗
地
賑
を
立
つ
。
各
庄
一
本
あ
り
」
。
青
苗
地
賎
は
各
庄
ご
と
に
備
え
て
い
た
。

　
嘉
善
里
子
各
庄
の
青
苗
会
は
、
西
庄
・
王
家
庄
・
東
庄
・
戴
家
庄
と
と
も
に
「
〔
成
豊
〕
四
年
の
間
に
、
五
驚
喜
し
て
字
拠
を
立
て
」
、
こ
の

規
約
に
従
っ
て
霊
廟
の
活
動
を
運
営
し
て
い
た
。
干
各
面
の
青
苗
地
賑
に
は
、
西
岳
・
王
家
庄
・
東
庄
・
戴
家
庄
の
四
庄
の
農
民
の
「
路
地
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

二
面
頃
」
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
東
之
庄
の
青
苗
山
事
人
は
こ
れ
ら
五
爵
の
看
青
の
中
心
と
な
っ
て
青
苗
銭
の
額
を
決
定
し
徴
収
し
た
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

尚
三
里
の
郭
家
庄
・
高
楮
庄
・
頃
洵
庄
・
三
家
店
・
憾
辛
庄
は
「
原
よ
り
一
律
に
係
る
」
と
、
一
つ
の
青
苗
圏
を
形
成
し
て
い
た
が
、
同
治
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

年
、
郷
保
郵
寿
枝
の
仲
介
に
よ
っ
て
各
庄
が
各
々
別
個
に
看
青
を
行
な
う
こ
と
を
取
り
決
め
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
青
苗
会
が
組
織
さ
れ
る
範
囲
や
看
青
の
活
動
は
一
つ
の
庄
に
限
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
青
苗
会
及
び
君
道
の
活
動
が
、
庄
の

89　（89）



領
域
を
越
え
て
組
織
さ
れ
る
理
由
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
先
に
見
た
子
各
庄
の
青
苗
地
心
に
は
他
の
四
庄
の
門
露
地
」
（
耕
作
地
）
三
十
余
煙
が
記
入
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
あ
る
庄
の
青
苗
圏
内

に
他
の
庄
の
農
民
の
耕
作
地
が
混
在
し
て
い
た
。

　
例
え
ば
、
i
興
保
里
船
子
沽
庄
の
農
民
王
文
宝
は
「
患
家
黒
道
の
東
に
坐
落
す
る
の
地
二
本
」
を
所
有
し
て
い
た
。
彼
の
土
地
は
鉛
子
浩
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
青
苗
会
に
お
い
て
看
青
が
行
な
わ
れ
た
。
”
1
1
居
仁
里
西
河
土
庄
の
農
民
張
玉
珍
は
、
黒
鼠
口
庄
の
西
に
三
十
畝
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

こ
の
土
地
は
「
導
電
叢
雨
の
地
畝
販
に
入
れ
看
青
」
し
て
い
た
。
血
尚
姫
里
戸
路
庄
の
農
民
王
椀
は
、
王
家
窪
に
坐
落
す
る
「
寡
黙
の
官
地
一

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

段
」
を
耕
作
し
て
い
た
。
．
W
承
化
難
陳
家
庄
の
農
民
爾
邦
俊
は
、
「
工
部
庄
の
南
に
坐
落
し
地
主
に
交
慰
す
る
の
地
算
」
を
耕
作
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

こ
の
土
地
は
陳
家
団
の
経
管
地
軍
人
の
も
と
で
看
青
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
V
務
本
里
墨
家
庄
の
農
民
孫
窟
貴
は
、
六
戸
庄
の
青
苗
圏
内
に
耕

　
　
　
　
　
　
　
⑱

作
地
を
持
っ
て
い
た
。
．
W
尚
節
里
郡
家
庄
の
農
民
張
福
安
は
、
「
趙
家
排
雪
の
青
苗
圏
に
坐
落
す
る
の
地
」
を
「
典
買
」
し
、
趙
鼻
革
庄
の
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

管
青
苗
首
事
人
に
青
苗
銭
を
支
払
っ
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
農
民
が
居
住
す
る
庄
と
耕
作
地
（
自
作
地
、
小
作
地
、
承
典
地
）
が
所
在
す
る
庄
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
場
合
に

お
け
る
作
物
の
監
視
は
、
農
民
が
居
住
す
る
庄
の
青
苗
会
で
行
な
わ
れ
る
も
の
（
i
・
鉾
）
と
、
耕
作
地
が
所
在
す
る
庄
の
青
苗
圏
で
行
な
わ
れ

る
も
の
（
謄
－
・
－
・
－
。
V
）
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
農
民
が
居
住
す
る
庄
と
耕
作
地
の
所
在
と
が
乖
離
す
る
と
い
う
事
態
は
、
小
作
関
係
の

締
結
（
”
1
1
・
V
●
－
・
－
）
、
及
び
土
地
売
買
や
小
作
権
の
移
転
（
．
男
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
耕
作
地
が
農
民
の
居
住
す
る
庄
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
増
え
る
と
、
あ
る
庄
の
青
苗
圏
内
に
外
庄
の
農
民
の
耕
作
地
が
多
く
含
ま

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
光
輝
年
間
の
直
隷
省
正
定
県
で
は
、
各
「
村
」
の
総
土
地
面
積
に
「
外
村
寄
算
」
の
土
地
が
占
め
る
割
合
が
五
～
十
％

　
　
　
　
　
　
⑳

に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
宝
塒
県
の
状
況
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が
や

　
好
礼
里
藍
各
庄
で
は
、
「
本
庄
人
に
し
て
本
曇
の
脚
半
〔
藍
各
庄
の
青
苗
圏
内
の
土
地
〕
を
平
す
者
、
青
銭
は
庄
の
学
事
人
の
経
管
に
帰
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

外
勝
人
に
し
て
本
塁
の
地
彪
を
毒
す
者
、
青
銭
は
看
青
人
の
討
要
に
帰
す
」
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
繋
馬
里
馬
各
庄
の
青
苗
会
の
会
計
収
入
は
、
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馬
面
庄
内
に
あ
る
青
苗
圏
地
三
十
八
頃
余
か
ら
徴
収
さ
れ
る
青
苗
銭
、
及
び
「
必
要
の
醤
貼
銭
」
（
外
庄
に
あ
る
愚
智
庄
の
農
民
の
耕
作
地
と
馬
各

庄
内
に
あ
る
外
庄
の
農
民
の
耕
作
地
の
青
苗
銭
を
清
鐸
し
た
も
の
）
か
ら
成
っ
て
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
農
民
の
居
住
と
耕
作
地
と
は
一
つ
の
庄
で
完
結
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
農
村
の
状
況
を
背
景
と
し
て
、
居
住
と
耕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

作
が
密
接
に
交
錯
し
合
う
幾
つ
か
の
庄
が
、
一
つ
の
青
苗
会
を
結
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
青
苗
圏
は
、
青
苗
会
の
構
成
員
の
土
地
の
集
積
で
あ
り
、
地
賑
に
記
入
さ
れ
青
苗
銭
を
支
払
っ
た
土
地
の
総
体
だ
っ
た
。
以
上
で
見
た
よ
う

に
、
こ
の
領
域
は
地
理
的
な
一
円
性
を
根
拠
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
耕
作
者
が
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
え
ず
変
動
す
る
性

質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
耕
作
地
が
農
民
の
居
住
す
る
庄
か
ら
離
れ
、
ま
た
異
な
る
庄
の
農
民
の
耕
作
地
が
相
互
に
交
錯
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
看
青
の
領
域
も
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。

①
前
掲
督
学
雪
α
q
著
。
Ω
≦
℃
払
G
。
参
照
。
乾
隆
十
年
半
『
宝
低
縣
志
』
巻
六
で

　
は
、
中
里
に
～
名
～
銀
盤
の
「
郷
長
」
と
「
保
正
」
を
記
す
。

②
　
順
天
府
一
一
七
「
同
治
八
年
十
二
月
　
具
蓼
藍
頭
張
永
貴
。
」

⑧
　
前
掲
譲
舞
轟
著
。
9
巷
」
ω
参
照
。
順
天
府
八
七
～
九
四
に
は
郷
保
・
首

　
事
・
書
手
の
就
任
と
交
代
を
中
請
す
る
票
文
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。

④
　
戸
口
の
稽
査
に
つ
い
て
は
、
順
天
府
｝
一
一
一
　
「
寛
潴
慶
年
間
　
具
稟
尚
節
里
史
各

　
庄
甲
長
揚
守
窟
」
情
閤
。
身
構
本
庄
甲
長
、
凡
…
庄
戸
口
許
土
州
稽
査
。
今
年
七

　
月
間
、
有
陳
家
庄
朱
玉
要
等
身
庄
揚
士
信
之
家
周
賭
、
身
十
二
頭
李
守
驚
一
同
欄

　
阻
、
事
遂
未
行
。

　
　
邪
教
の
摘
発
に
つ
い
て
は
、
順
天
府
二
四
七
「
道
光
十
二
年
二
月
」
具
結
状
進

　
賢
毘
郷
保
韓
玉
山
・
大
口
屯
鎮
牌
磐
戸
文
明
・
高
起
・
王
明
、
□
与
結
状
事
、
依

　
奉
結
得
。
身
等
所
管
村
庄
、
並
無
演
習
邪
教
、
籔
外
来
面
生
可
疑
之
人
。
…
…
出

　
具
結
状
弊
誌
。

⑥
順
天
府
二
〇
〇
「
嘉
慶
二
二
年
七
月
具
稟
尚
節
黒
郷
保
那
輔
堂
、
何
辛
庄
甲

　
長
薯
極
意
、
黒
頭
閻
成
魁
、
左
隣
田
干
宥
、
右
隣
張
広
仁
」

　
　
切
。
於
本
月
初
二
日
、
日
暮
時
日
山
郷
保
所
管
何
墨
染
甲
長
・
牌
頭
等
、
到

　
　
身
家
云
称
、
伊
語
有
費
明
発
之
母
柴
氏
現
年
七
十
五
歳
、
失
屋
墜
落
伊
本
家

　
　
後
園
井
内
身
死
等
語
。
身
屋
保
同
身
等
牌
叩
二
毛
井
辺
査
看
。
…
…
事
関
命

　
　
　
案
、
二
等
理
合
報
明
。

⑥
乾
隆
『
宝
抵
県
志
』
巻
六

　
　
　
明
志
甲
羅
三
十
有
二
、
荘
百
十
八
。
康
煕
年
志
、
則
二
十
里
中
、
為
荘
百
有

　
　
　
二
十
。
里
難
減
而
荘
数
猶
不
甚
相
遠
耳
。
…
…
而
近
日
按
編
牌
甲
、
乃
至
九

　
　
　
芭
一
十
〔
荘
〕
之
多
。
量
前
志
之
多
漏
鰍
。
深
黒
有
～
荘
而
数
名
与
。
夫
小

　
　
　
村
野
落
、
今
皆
以
荘
麟
之
鰍
。
非
也
。
里
以
土
著
為
限
、
故
見
聞
。
荘
則
合

　
　
　
旗
昆
而
羅
布
焉
、
故
幾
多
。

　
ま
た
「
荘
」
は
「
保
」
の
も
と
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。

⑦
　
福
武
直
濡
『
中
国
農
村
社
会
の
構
造
』
三
七
八
頁
　
東
大
出
版
会
　
一
九
七
六
。

⑧
　
順
天
府
｝
○
○
「
道
光
二
五
年
五
月
　
具
状
民
人
孫
錫
五
」

　
　
　
切
。
身
庄
四
閥
地
塁
、
食
為
…
圏
、
有
首
邑
月
輪
三
値
年
経
管
、
按
地
出
銭
、

　
　
　
修
補
窩
頭
河
堤
捻
。
道
光
二
一
二
年
、
係
宗
連
繋
年
、
虚
語
玉
代
意
地
販
、
至
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今
並
不
清
算
。
今
歳
応
身
値
年
、
因
看
青
人
孫
応
臣
年
老
脱
退
、
不
肯
再
腿
。

　
　
　
不
意
楊
成
玉
曝
身
催
聖
算
賑
、
早
急
架
唆
。
…
…

⑨
順
天
府
二
距
骨
「
同
治
五
年
七
月
三
智
文
學
情
景
周
」

⑩
順
天
十
一
五
三
「
嘉
慶
一
七
年
八
月
具
稟
旗
人
馬
錦
住
好
礼
里
小
藍
各
庄

　
民
人
楊
存
仁
　
住
好
摩
黒
左
家
庄
　
民
人
劉
国
才
　
住
務
本
里
苑
家
庄
」

⑪
順
天
府
＝
二
〇
「
道
光
四
年
七
月
具
状
旗
人
馬
錦
」

⑫
　
順
天
府
二
二
三
「
楽
器
七
年
四
月
　
具
呈
民
人
艶
書
発
」

　
　
　
切
。
…
…
経
身
説
合
俊
後
、
傍
照
威
盤
四
年
写
立
章
程
字
拠
辮
理
。
此
青
苗

　
　
　
会
地
域
内
、
有
酉
庄
・
王
家
庄
・
東
庄
・
戴
家
夏
日
四
三
共
種
地
三
十
余
頃
。

　
　
　
去
歳
秋
津
毎
舐
議
㎜
灘
富
川
銭
六
出
一
二
厘
、
伊
四
諦
臓
有
繁
…
雪
口
、
均
嫌
…
撚
多
不
鮎
關
、

　
　
　
悶
定
評
原
説
合
人
、
兼
之
〔
威
鑑
〕
四
年
悶
五
庄
議
黒
字
拠
、
在
身
手
内
収

　
　
　
存
、
各
庄
挨
身
理
問
、
酪
農
本
庄
首
事
薫
化
…
・
孫
酔
止
等
、
煩
身
復
説
、

　
　
　
着
身
向
各
庄
説
開
。
…
…

⑬
順
天
府
二
二
七
「
同
治
四
年
五
月
具
稟
尚
塁
砦
郷
保
郵
寿
枝
」

　
　
　
縁
。
郭
家
・
篠
高
等
庄
、
与
頃
洵
庄
原
係
一
溜
、
係
旗
番
謡
棄
憧
経
管
。
去

　
　
　
歳
呉
乗
公
等
、
霞
圏
地
稟
控
、
経
身
与
伊
等
各
庄
分
開
、
各
立
各
圏
、
各
管

　
　
　
各
地
、
均
不
許
擁
越
、
稟
覆
完
案
。
…
…

⑭
瀬
天
府
～
四
〇
「
同
治
元
年
八
月
具
呈
民
人
王
文
琴
南
茜
圏
職
事
民
人
王

　
文
方
・
張
士
年
・
孫
青
山
・
王
得
功
・
王
滞
積
・
孫
秀
・
二
士
勲
・
王
大
成
・
王

　
得
信
・
王
宗
還
・
孫
復
元
・
呉
興
・
張
土
奇
　
均
住
興
保
里
熱
子
沽
庄
」

　
　
　
切
。
三
王
文
宝
、
有
顔
落
干
家
浩
道
東
地
網
鉱
、
軍
威
克
明
之
地
蹴
連
。

　
　
　
不
賢
聖
八
月
十
二
日
、
被
王
克
明
帯
心
王
文
墨
地
内
工
高
級
楡
窃
二
百
二
十

　
　
　
余
穂
。
…
…
経
身
悔
文
宝
等
告
知
経
管
脊
衝
量
地
首
事
人
、
　
一
同
向
伊
理

　
　
　
ム
四
〇
　
：
．
：
●

　
　
　
嘘
一
コ
ロ

⑮
　
順
天
府
一
二
七
「
道
光
二
五
年
八
月
　
具
黒
民
人
張
玉
珍
　
住
居
潮
面
西
河
口

　
庄
」

　
　
　
切
。
身
有
地
一
段
三
十
鉱
、
坐
落
黒
狼
口
庄
西
、
向
来
入
黒
狼
口
庄
地
畝
賑
。

　
　
　
看
青
周
老
・
豊
国
旺
管
濟
、
身
歴
年
満
地
鉱
出
銭
。

⑯
順
天
府
二
離
＝
「
固
治
七
年
十
月
贈
呈
民
人
王
梶
住
尚
節
里
戸
路
庄
」

　
　
　
情
縁
。
身
家
有
交
租
官
地
一
段
、
坐
落
王
家
窪
、
与
張
起
之
地
眼
窩
。
因
去

　
　
　
歳
此
地
被
水
馬
没
、
地
界
日
清
。
…
…
不
意
於
七
月
二
十
九
日
、
高
張
起
将

　
　
　
身
地
内
高
糠
倹
歌
去
一
菖
八
十
一
穂
、
…
…
身
将
伊
送
会
議
罰
。

⑰
順
天
府
二
一
二
「
道
光
十
五
年
具
状
民
人
蘭
邦
俊
二
言
化
里
隙
家
捜
」

　
　
　
切
。
照
身
有
翠
苔
坐
落
工
都
庄
南
、
与
地
主
交
租
三
二
。
曝
露
身
心
管
理
地

　
　
　
難
解
経
管
、
不
与
工
部
庄
相
干
。

⑱
順
天
府
一
四
〇
「
同
治
三
第
七
月
具
呈
民
人
支
早
落
住
務
本
里
六
戸
庄
」

　
　
　
情
縁
。
孫
自
寛
之
子
孫
窩
貴
、
愚
論
苑
家
譜
人
、
在
身
庄
圏
内
種
地
。
：
…
・

　
　
　
掃
墨
与
講
評
幼
無
知
、
山
霧
孫
富
貴
地
内
莱
豆
蒔
摘
取
二
十
一
根
、
…
…
将

　
　
　
身
姪
・
黒
馬
拉
在
郭
家
庄
廟
内
議
罰
。

⑱
順
天
府
二
一
＝
「
威
豊
五
年
九
月
寸
書
民
人
張
福
安
住
尚
節
里
孫
家
庄
」

　
　
　
切
。
身
有
典
買
欝
欝
趙
家
排
庄
膏
量
器
地
、
歴
年
二
二
家
排
庄
経
管
青
苗
地

　
　
　
鉱
首
寮
人
、
南
国
擁
要
膏
銭
。
今
歳
大
秋
、
鳥
撃
脊
無
地
泓
、
毎
泓
按
箪
成

　
　
　
七
厘
撮
銭
。

⑳
　
前
掲
中
村
哲
夫
著
　
一
三
九
頁
。

⑳
　
順
天
府
一
〇
三
「
同
治
二
年
九
月
　
誌
略
旗
人
三
明
」

⑫
順
天
第
一
五
六
「
同
治
週
年
十
二
月
具
呈
首
事
民
人
薄
墨
祥
・
旗
人
劉
永

　
芳
」

　
　
　
梼
縁
。
身
庄
育
笛
圏
共
地
一
二
十
八
頃
零
、
毎
泓
本
玉
一
…
｝
百
一
篇
十
五
文
、
共
灘

　
　
　
銭
～
千
三
百
零
九
吊
。
又
外
庄
瀞
貼
銭
二
百
八
十
昂
、
鳳
雛
共
用
銭
八
百
四

　
　
　
十
一
昂
、
浄
存
銭
七
百
～
十
五
吊
、
身
空
商
議
留
為
催
人
支
更
、
並
庄
中
団

　
　
　
練
花
費
。

⑭
　
註
⑬
の
事
例
で
は
、
各
庄
が
同
苗
圏
を
分
離
し
た
後
も
高
机
庄
の
農
民
補
…
昆
が

　
耕
作
地
の
所
在
す
る
庄
で
震
青
を
受
け
る
こ
と
を
主
張
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
て
い

　
る
。
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順
天
府
二
二
七
「
同
治
四
年
五
月
r
具
墨
畏
人
語
昆
」
〔
郭
家
厳
・
高
楮
庄
・

頃
洵
庄
〕
各
三
池
、
已
将
島
廻
〔
三
家
店
・
怨
辛
庄
〕
地
算
譲
出
。
惟
高
楮
庄
与

郭
家
庄
那
辺
乗
地
、
応
互
相
管
齎
。
〔
郭
家
庄
青
苗
首
二
人
〕
葉
永
太
等
已
允
。

各
庄
の
濃
民
の
耕
作
地
が
相
互
に
入
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

清代の華北農村における青苗会について（小田）

　
以
上
、
清
代
の
青
苗
会
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
、
看
青
の
活
動
の
実
態
、
参
加
し
た
農
民
、
青
苗
会
が
組
織
さ
れ
た
領
域
に
渉
っ
て
考
察
し

て
き
た
。
青
苗
会
を
形
成
し
て
行
な
わ
れ
る
集
団
的
な
作
物
監
視
の
活
動
が
、
既
に
十
九
世
紀
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
跡
付
け
ら
れ

た
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
「
看
青
磁
・
青
苗
会
等
の
団
体
を
つ
く
り
、
そ
の
団
体
を
通
し
て
見
張
人
を
え
ら
」
ぶ
と
い
う
看
青
の
形
態
は
、
近
代
に
お
い
て
農
村
の
治

安
が
悪
化
し
窮
乏
す
る
以
前
か
ら
、
在
地
の
協
同
の
慣
行
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
本
文
中
で
は
、
こ
う
し
た
作
物
の
監
視
活

動
が
い
つ
頃
始
ま
っ
た
の
か
、
明
確
に
し
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
青
苗
会
の
運
営
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
数
人
の
雇
用
労
働
者
を
使
用
す

る
自
営
農
及
び
三
十
畝
程
度
の
経
営
規
模
の
家
族
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
清
勝
の
華
北
農
村
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
経
営
形
態
と
耕
作
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

模
を
持
つ
農
民
層
が
、
多
量
に
形
成
さ
れ
て
き
た
時
期
と
青
苗
会
の
活
動
は
関
連
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
清
代
に
お
い
て
看
青
の
活
動
を
運
営
し
た
青
苗
会
は
、
ど
の
よ
う
な
団
体
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
本
文
中
の
考
察
で
得

ら
れ
た
知
見
か
ら
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
青
苗
会
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
雇
用
労
働
者
を
使
用
す
る
自
営
農
及
び
家
族
経
営
農
民
、
即
ち
農
村
に
お
け
る
耕
作
者
と
し
て
の
実
質
を

備
え
た
農
民
を
運
営
の
中
心
と
し
た
団
体
で
、
農
民
の
居
住
と
耕
作
地
の
配
置
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
、
一
つ
或
い
は
複
数
の
「
庄
」
の
領
域

で
組
織
さ
れ
た
。
そ
の
主
な
活
動
は
、
看
青
人
を
雇
用
し
て
協
同
で
作
物
の
盗
難
を
監
視
し
、
盗
難
が
発
生
し
た
場
舎
賠
償
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

作
物
を
盗
ん
だ
者
に
は
罰
金
を
科
し
て
処
罰
し
た
。
す
な
わ
ち
、
青
苗
会
で
は
、
農
民
の
居
倥
と
耕
作
地
の
所
在
す
る
区
域
の
う
え
に
、
農
作

業
の
最
終
過
程
と
結
び
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
焉
青
の
業
務
に
つ
い
て
、
協
同
の
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
看
青
の
業
務
が
遂
行
さ
れ
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る
過
程
で
は
、
構
成
員
の
利
益
を
維
持
す
る
う
え
で
必
要
な
綱
裁
（
盗
ん
だ
者
を
処
罰
す
る
）
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
青
苗
会
の
組
織
と
活
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
在
り
方
に
は
、
農
民
の
居
住
及
び
生
産
と
結
び
つ
き
、
生
活
を
営
む
う
え
で
の
諸
関
係
が
取
り
結
ば
れ
る
集
団
（
「
村
」
）
と
い
う
内
容
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
そ
も
そ
も
青
苗
「
会
し
と
い
う
名
称
に
示
さ
れ
る
如
く
、
地
縁
的
集
団
（
「
村
し
）
と
は
異
な
る
在
り
方
も
見
ら
れ
た
。

ま
ず
青
苗
会
が
組
織
さ
れ
る
の
は
、
毎
年
初
夏
の
収
穫
の
半
月
及
び
秋
の
収
穫
の
ニ
ヵ
月
で
あ
り
A
こ
の
期
聞
が
終
わ
れ
ば
農
地
へ
の
立
ち
入

り
制
限
な
ど
の
規
制
は
解
除
さ
れ
た
。
ま
た
作
物
の
監
視
活
動
へ
の
参
加
は
、
青
苗
地
賑
へ
の
記
入
と
青
苗
銭
の
負
担
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
任

意
で
あ
っ
た
。
地
墨
へ
の
記
入
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
看
青
の
領
域
も
地
理
的
一
円
性
を
持
た
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
青
苗
会
の
活
動
は
作
物
の

監
視
業
務
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
水
利
や
廟
の
祭
礼
な
ど
、
農
民
の
生
産
や
生
活
の
維
持
と
関
わ
る
、
そ
の
他
の
協
同
の
業
務
は
含
ま
れ
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

つ
た
。
こ
う
し
た
青
苗
会
の
在
り
方
は
、
特
定
の
目
的
を
行
な
う
た
め
に
、
必
要
な
期
間
の
み
組
織
さ
れ
る
、
任
意
参
加
の
団
体
（
「
会
し
）
と
し

て
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
少
な
く
と
も
、
農
民
の
居
住
と
耕
作
地
と
結
び
つ
き
、
農
作
業
の
最
終
過
程
で
行
な
わ
れ
る
下
押
と
い
う
協
同
の
活
動
は
、
青
苗
「
会
」
と

い
う
形
態
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
千
代
の
膏
苗
会
の
在
り
方
か
ら
、
近
代
に
お
い
て
翠
雨
を
運
営
し
た
団
体
の
理
解
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
通
し
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
十
世
紀
初
頭
の
河
北
省
順
義
県
沙
井
村
で
は
、
青
苗
会
は
「
村
の
公
的
な
仕
事
を
す
る
機
関
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
旗
田
魏
氏
が
述
べ
て
い

る
。
青
苗
会
は
「
村
の
公
共
事
業
」
と
し
て
、
看
青
を
行
な
う
他
に
、
県
政
府
が
科
派
す
る
「
灘
款
」
（
県
及
び
警
察
に
上
納
す
る
不
定
期
の
負
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

金
）
の
徴
収
も
行
い
、
行
政
が
農
村
に
関
与
す
る
受
皿
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
平
野
義
太
郎
氏
は
、
村
人
の

意
識
の
な
か
で
、
廟
産
や
井
戸
の
管
理
、
道
路
の
修
築
な
ど
「
村
」
全
体
の
事
業
を
行
な
う
「
公
会
」
と
、
青
苗
会
は
単
字
し
て
い
た
と
述
べ

　
　
⑥

て
い
る
。
従
っ
て
、
近
代
に
お
け
る
看
守
は
地
縁
的
団
体
（
「
村
」
）
の
業
務
の
一
環
と
な
っ
て
お
り
、
青
苗
会
の
業
務
の
内
容
と
農
村
に
お
け
る
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役
割
は
、
清
代
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

　
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
青
苗
会
或
い
は
「
公
会
」
を
行
政
機
関
と
す
る
近
代
の
「
村
」
は
、
地
理
的
領
域
が
あ
い
ま
い
で
、
村
人
の
帰
属
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

識
も
不
明
確
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
集
団
の
範
囲
を
捉
え
難
い
近
代
の
「
村
」
の
姿
は
、
協
同
の
業
務
と
い
う
必
要

性
の
周
囲
に
結
集
さ
れ
た
「
会
」
の
様
相
に
近
似
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
近
代
に
お
い
て
生
活
と
生
産
の
場
と
な
る
集
団
に
、
人
と

土
地
が
帰
属
す
る
方
式
を
、
青
苗
会
が
本
来
持
っ
て
い
た
「
会
」
と
し
て
の
特
性
か
ら
理
解
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
本
稿
で
は
、
農
村
社
会
の
基
層
を
形
作
っ
た
団
体
と
し
て
青
苗
会
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
が
、
宝
城
県
下
の
農
村
に
は
、
こ
の
他
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
廟
会
」
（
地
域
の
廟
の
祭
礼
を
運
営
す
る
団
体
）
、
「
壺
ム
写
」
（
差
衙
を
徴
収
す
る
た
め
の
団
体
）
、
「
庄
」
な
ど
の
団
体
が
存
在
し
て
い
た
。
宝
颯
県
に

お
け
る
在
地
農
村
の
姿
は
、
こ
れ
ら
諸
集
団
の
実
態
と
も
合
わ
せ
て
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
県
政
府
が
経
費
の
不
足
分
と

し
て
農
村
に
賦
課
し
た
差
倍
は
、
十
九
世
紀
の
後
半
以
降
、
「
庄
」
及
び
青
苗
会
の
活
動
の
な
か
で
、
同
時
に
徴
収
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
事
例

　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
現
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
在
地
社
会
の
仕
組
み
、
及
び
そ
れ
に
対
す
る
県
政
府
の
関
わ
り
な
ど
を
見
て
い
く
際
に
は
、
青
苗
会
と
合
わ
せ

て
、
諸
団
体
の
動
向
を
考
察
す
る
こ
と
が
次
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
で
述
べ
た
近
代
へ
の
変
化
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
今
後
、
華
北
に
お
け
る
在
地
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め
、
当
該
地
域
の
農
村

社
会
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

①
前
掲
旗
田
著
策
六
章
。

②
P
・
フ
ォ
ン
氏
は
、
清
初
の
小
土
地
所
有
者
が
分
解
し
、
十
八
澱
紀
の
末
ま
で

　
に
、
出
鉱
～
二
百
畝
の
土
地
を
数
人
の
雇
用
労
働
者
を
使
っ
て
自
家
経
営
す
る
農

　
昆
層
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
い
る
（
前
掲
誕
β
磐
σ
q
著
。
℃
．
q
）
。

③
浜
島
敦
俊
「
中
細
中
世
に
お
け
る
村
落
共
同
体
」
『
中
世
史
講
座
』
二
学
生

　
社
　
一
九
八
七
。

④
佐
々
木
衛
著
『
中
国
驚
衆
の
社
会
と
秩
序
』
二
五
頁
東
方
露
店
　
九
九
三
。

⑤
前
掲
旗
田
一
団
五
章
。

⑥
前
掲
平
野
著
…
八
七
頁
。

⑦
前
掲
旗
田
著
第
五
章
。

⑧
　
例
え
ば
「
廟
会
」
は
、
順
天
府
九
五
「
具
稟
爾
二
三
鯉
口
庄
貢
生
謝
耀
元
、

　
打
魚
庄
島
生
録
克
明
．
高
大
、
郎
庄
民
人
合
掌
臣
、
宝
抵
県
三
盆
口
庄
罵
人
郷
徳

　
全
・
方
耀
・
宗
門
、
街
子
庄
民
人
鄭
国
瑞
、
小
風
家
庄
民
人
董
墾
冨
、
苑
寡
庄
民

　
人
高
元
」
切
。
因
繭
運
河
南
三
富
口
庄
娘
娘
贈
、
歴
年
干
幽
月
初
一
日
、
演
戯
慶

　
賀
娘
至
当
誕
□
□
二
四
、
倶
係
等
等
河
南
・
河
北
一
　
十
余
乗
率
辮
。
外
有
附
近
各

　
村
随
同
慶
賀
。
…
…
「
車
会
」
は
、
順
天
府
二
四
八
「
嘉
慶
十
五
年
三
月
　
具
量
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晶
晶
義
　
影
壁
里
閻
皮
庄
」
切
。
身
庄
原
在
町
会
、
内
出
股
三
十
、
帯
辮
差
務
、

　
従
未
叢
叢
。
…
…
と
あ
る
。

⑨
次
の
事
例
で
は
、
看
青
の
活
動
が
、
「
庄
」
全
体
の
事
業
や
差
循
の
徴
収
と
合

　
わ
せ
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
活
動
に
潮
頭
・
里
長
が
関
与
し
て

　
い
る
。

　
　
順
天
府
一
叢
＝
　
「
同
治
二
年
六
月
　
具
呈
民
人
王
福
林
」
情
縁
。
…
…
身
庄
圏

地
四
十
三
際
、
毎
年
毎
泓
出
置
銭
一
百
文
、
圧
密
銭
四
百
余
縦
。
牌
隅
田
撹
、
交

値
年
首
喜
、
辮
理
車
馬
各
差
・
修
道
・
搭
捻
花
用
。
…
…
現
影
壁
筋
辮
理
軍
差
、

郷
保
無
毒
牌
甲
南
銭
、
身
子
等
問
〔
期
年
首
事
〕
係
仁
斎
、
共
揮
銭
四
百
余
吊
。

除
看
青
工
銭
九
十
吊
、
立
青
笛
会
席
銭
二
十
吊
、
下
存
銭
二
百
九
十
余
吊
、
理
応

辮
差
。
…
…
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Th6　Ch‘ihg－miao－hui青苗会in　Ch‘ing　Peiod　in　Rural

　　　North　China：The　Case　of　Pao－ti－hsien宝域県，

Shun－t‘ien－fu順天府，　after　the　Chia－ch‘ing；嘉慶Era

by

ODA　Noriko

　　Crop　watching（k‘an－ch‘ing看青）砥・as皿anaged　by　a　crop　watching

association（Ch‘ing一］〔niao・hUi青苗会）in．．the　Ch‘ing　petiod．　The　organi・

zation　of’k‘an－ch‘ing　was　cooperative，　and　was　formed　in　the・proceSs

of　farm　work．

　　The　Ch‘ing－miao－hui，　whose　leading　members　were　farmers　that

employed　wage　labor　and　well－to－do　peasant　families，　were　・organized

either　within　a　single　village（ts‘un－chuang村荘）or　across　the．borders

of　several　villages；　The　Ch‘ing－miao－hui　can　be　described　in　two　diffe－

rent　ways．　On　the　one　hand，　their　organization　was　similar　to　that　of

a　ts‘un　（village　community）　in　that　it　was　territorially　defined；　a

k‘an－ch‘ing　community　included　both　residences　and　their’　associated

fields．　On　the　other　hand，　Ch‘ing－miao－hui　resembled　voiuntary　associa－

tions，　or　hui会．　Organized　crop　watching　took　place　only　during　the

harvest　season．　Furtherfriore，　some　viliagets　within　a　given　ts‘un－chuang

did　not　take　part　in　the　association，　and　the　area　covered　by　the　Ch‘ing－

miao－hui　was　not　necessarily　coextensive　with　that　of　village．

　　Crop　watching　was　organized　by　the　crop　watching　association　from

at　least　the　early　nineteenth　century．　The　role　of　the　association　in

rural　society　underwent　a　transformation，　however，　between　the　Ch‘ing

and　modern　periods．
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